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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともロボットマニピュレータからなる運動要素と、
　一次運動皮質からの脳活動を示す信号、または前頭中央頭部皮質および補足運動野から
の脳活動を示す両側性信号のうちの少なくとも１つを生成する脳モニタと、
　生成された前記信号に基づいて運動への準備を検出し、それに応答して前記運動要素の
制御を提供するように構成された回路機構と
を備え、ロボットマニピュレータは、患者の一部分の少なくとも１つの運動を制御するこ
とができ、回路機構は、リハビリテーション情報が格納されたメモリを含み、かつ回路機
構は、前記リハビリテーション情報を利用するリハビリテーション過程の一部として、前
記信号と前記運動要素の運動とを相互に関連付ける、リハビリテーション装置。
【請求項２】
　前記部分は手足である、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記回路機構は、前記運動要素を制御する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記回路機構は、運動の方向および位置または到達点の少なくとも１つを制御するよう
に適応される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記回路機構は、運動に対する抵抗、速度、および運動モードの少なくとも１つを制御
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するように適応される、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記回路機構は、前記運動要素の運動の少なくとも１つのパラメータを測定するように
適応される、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記回路機構は、前記運動の力、運動ベクトル、および速度の少なくとも１つを測定す
るように適応される、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記リハビリテーション情報はリハビリテーション計画を含む、請求項１に記載の装置
。
【請求項９】
　前記リハビリテーション情報はリハビリテーション診断を含む、請求項１に記載の装置
。
【請求項１０】
　前記リハビリテーション情報は、予想される脳運動関係の少なくとも１つのテンプレー
トを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記回路機構は、前記測定に基づいて予想される運動を生成するように適応される、請
求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記回路機構は、前記運動要素の運動に基づいて予想される脳活動を生成するように適
応される、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記回路機構は、前記測定を前記リハビリテーション情報と比較するように適応される
、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記回路機構は、前記患者のリハビリテーション改善を前記リハビリテーション情報の
傾向と比較するように適応される、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記変更は前記運動の時間枠内である、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記回路機構は、前記患者の運動する意図を検出し、それに応答して前記運動要素の制
御を提供するように適応される、請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記回路機構は、運動または運動欠如の検出に応答して、前記測定の信号処理を変更す
るように適応される、請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記脳モニタはＥＥＧモニタを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１９】
　前記脳モニタは血流測定装置を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
　前記脳モニタはｆＭＲＩシステムを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項２１】
　前記運動要素は、制御可能な仕方で運動に抵抗する抵抗運動要素を含む、請求項１に記
載の装置。
【請求項２２】
　前記運動要素は、３Ｄ空間において最小限の次元で少なくとも３０ｃｍのボリュームに
わたって実質的に非制約運動が可能であるように適応される、請求項１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記運動要素は、少なくとも１種類の身体部分に選択的に連結および連結解除するよう
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に適応される、請求項１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記回路機構は、前記患者に認知リハビリテーションを提供するように適応される、請
求項１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記回路機構は、前記患者のリハビリテーションの進展を格納するメモリを含む、請求
項１に記載の装置。
【請求項２６】
　少なくとも２つの運動要素を備え、前記回路機構は、それらを両側の手足に関連付けら
れるものとして識別するように構成される、請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本願は、２００５年４月２８日に出願した「神経筋刺激」と称するＰＣＴ／ＩＬ２００
５／０００４４２の一部継続出願であり、かつ全て２００５年２月４日に出願した以下の
出願、すなわち「神経筋刺激」と称するＰＣＴ／ＩＬ２００５／０００１３５、「Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ　
Ｅｘｅｒｃｉｓｅ　ａｎｄ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ」と称するＰＣＴ／ＩＬ２００５／０００
１３６、「Ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　Ｍｕｓｉｃ」と称するＰＣＴ／Ｉ
Ｌ２００５／０００１３７、「Ｇａｉｔ　Ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄ
ｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ」と称するＰＣＴ／ＩＬ２００５／０００１３８、
「Ｆｉｎｅ　Ｍｏｔｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ」と称するＰ
ＣＴ／ＩＬ２００５／０００１３９、および「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔ
ｕｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ」と称するＰ
ＣＴ／ＩＬ２００５／０００１４２の一部係属出願であり、これらの開示内容を参照によ
って本書に援用する。
【０００２】
　本願はまた、米国特許法第１１９条（ｅ）項に基づき、２００５年６月２日に出願した
「Ｍｏｔｏｒ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｂｒａｉｎ　Ｐｌａｓｔｉｃｉｔｙ」と称
する米国特許仮出願第６０／６８６，９９１号、２００４年１２月７日に出願した「Ｒｅ
ｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　Ｍｕｓｉｃ」と称する同第６０／６３３，４２９
号、２００４年１２月７日に出願した「Ｇａｉｔ　Ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎリ　Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ」と称する同第６０／６３３，４２８号
、２００４年１２月７日に出願した「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆ
ｏｒ　Ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ」と称する同第６０／
６３３，４４２号、および２００４年８月２５日に出願した「Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｈａｂｉ
ｌｉｔａｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　Ｂｒａｉｎ　Ｐｌａｓｔｉｃｉｔｙ」と称する同第６０／
６０４，６１５号の特典を主張する。
【０００３】
　本願はまた、２００５年３月２９日に出願した「Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　ｆｏｒ　Ｒ
ｅｔｒｏｆｉｔｔｉｎｇ　Ｅｘｅｒｃｉｓｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ」と称する米国特許仮出願第６０／６６６，１３６
号、および２００５年３月２８日に出願した「Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆ
ｏｒ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ，　Ｒｅｈａｂｉｌｉｔｉｏｎ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｓｕｐｐｏｒｔ
」と称する米国特許仮出願第６０／６６５，８８６号にも関連し、かつ代理人事件整理番
号４１４／０４５７２を有し本願と同日に同一出願人によって出願される「Ｍｅｔｈｏｄ
ｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ　ａｎｄ
　Ｔｒａｉｎｉｎｇ」と称する米国特許出願に関連し、それらの開示内容を参照によって
本書に援用する。
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【０００４】
　本発明は、運動および／または認知訓練および／またはリハビリテーション、例えば脳
活動計測を利用するリハビリテーションの分野に関する。
【背景技術】
【０００５】
　以下は、運動制御に関連付けられるある種の電気的脳活動の測定、およびそれらの意味
と現在信じられているものについての短い序論である。本発明の適用は必ずしもこれらの
意味に制約されず、他の信号を測定することができ、かつ／または以下の信号を他の方法
で使用することができることに留意されたい。背景部分の最後に様々な論文を列挙する。
【０００６】
随意運動に伴う運動関連脳電位（ＭＡＣ）
　実験から、全ての随意運動が頭皮全体にわたって記録することのできる皮質電位に関連
付けられることが分かってきた。この活動は一般的に次の３つの成分によって特徴付けら
れる。
１．随意の自発的運動の１～２秒前に発生する、緩やかに「上昇する」陰性電位と定義さ
れる「Ｂｅｒｅｉｔｓｃｈａｆｔｓｐｏｔｅｎｔｉａｌ」（ＢＰ）または「準備電位」。
それは四肢運動前の準備過程に関係する。このＢＰは実は次の２つの成分から構成される
。
＊ＢＰの最初から（運動の複雑さに応じて運動開始の１～２秒以上前から）運動開始の約
０．５秒前まで続く初期成分（ＢＰ１）
＊開始の最後の０．５秒前に発生する後期成分（ＢＰ２）（図１参照）。ＢＰ２はＢＰ１
より急な負の勾配を有する。
２．より漸進的な陰性電位のＢＰの後に続く初期の急峻な陰性波から構成される運動電位
（ＭＰ）。この電位は運動活動に関係する。運動開始時に（下で図１に示すようにｔ＝０
のとき）、運動開始からおよそ２００ｍｓ後にピークに達する急峻な陽性変曲が存在する
。この期間は一般的に、ＥＭＧアーチファクトで汚染される。
３．（運動開始から２００ｍｓ以上後に始まる）電位変化である運動後活動（ＰＭＡ）で
あり、それによって脳が再同期し、「正常な」活動を再開する。
【０００７】
　図１は、これらの区別可能な期間を示す平均運動関連電位（ＭＲＰ）テンプレートを提
示する。これは、Ｃ３（チャネル３）およびＣ４（チャネル４）で９１８回の左指の運動
試行（ｔ＝０時に開始）に対して記録された平均ＭＲＰの１例である。
【０００８】
　片側性運動の場合、ＢＰ１は一般的に頭皮上に対称な両側性のトポグラフィを有する。
つまりそれは運動皮質付近に側方化されない。
【０００９】
　対照的に、ＢＰ２は一般的に、対側脳半球の一次運動野全体で大きくなる（より大きい
陰性）。これは、時間ｔ＝０の指押し前の最後の～２００ｍｓについての図１で明白であ
る。電極Ｃ４は頭の右側に配置され、左側の指の運動の場合、図示するように、反対側に
配置されたＣ３電極より、平均して大きい陰性電位を示す。
【００１０】
　豊富な実験による証拠は、ＢＰ１およびＢＰ２が異なる機能システムに関与しているか
もしれないことを示している。ＰＥＴ（陽電子放射型断層撮影）の実験およびサルの単細
胞記録は、近心前頭皮質の部分および一般的に補足運動野がＢＰ１の発生に関与している
かもしれないことを示唆した。他方、数人の研究者は、ＢＰ２電位が神経の興奮の発現、
すなわち錐体路の遠心性放電に関する皮質脊髄路の活動を反映すると結論付けた。
【００１１】
　動こうとする意志の認識は電気生理学的事象の開始より後で発生し、したがって、動こ
うとする意思決定プロセスの最初の部分は、少なくとも自己ペースのタスクの場合には、
意識下であることが示唆されている。
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【００１２】
　上記は全て、陰性電位を皮質領域の活動に関連付けることができる一方、陽性電位が不
活動に関連付けられるという基本的ＥＥＧ理論を支持している。人体の四肢は脳の対側部
位によって制御されるため、一般的に、対側部位により多くの活動およびしたがって「陰
性電位」が生じるはずであると期待される。しかし、これは必ずしも真実ではないことに
注目する必要がある。
【００１３】
　頭皮全体におけるＢＰ２電位の信号分布は、自発的な右上腕の屈曲運動の場合、Ｃ３（
中央左頭皮）で最大値を示すことが分かってきた。自発的な左上腕の屈曲運動の場合、最
大値はＣ４（中央右頭皮）であった。後期ＰＭＡ電位の分布は、自発的な右または左上腕
の屈曲運動の場合、Ｃｚ（中央内側）で最大値を示した。運動部位の反対側に電位を示す
ＭＡＣの唯一の部分がＢＰ２である。
【００１４】
随伴陰性変動（ＣＮＶ）
　一部の実験構成では、ＭＡＣ電位の発生は、所与の時間間隔だけ離した１対の合図刺激
つまりＳ１およびＳ２の催促により所定のタスクを実行することに関係する。最初の合図
（Ｓ１）は「警告」または「準備」合図であり、その後に第２の「命令」合図（Ｓ２）が
続く。
【００１５】
　被験者は、命令刺激（Ｓ２）の提示後できるだけ素早く所与のタスクを実行するように
指示される。手短に言うと、準備刺激が命令に先行し、したがって、命令刺激が迫ってい
ることを被験者に警告する「支度」信号として働く。
【００１６】
　このような条件下で、結果的に得られる頭皮全体の記録波形は、Ｓ１の提示時に始まり
、おおまかにＳ２の提示時に終わる緩やかな陰性シフトである。
【００１７】
　図２は、中央導出（Ｃ３およびＣ４の平均）から測定されたＳ１～Ｓ２パラダイムにお
ける典型的な事象関連電位を示す。Ｘ軸はＳ１（時間ｔ＝０に開始）およびＳ２（ｔ＝６
秒時に開始）の提示を示す。本研究で使用するＰＳＷ、ＮＳＷ、およびＣＮＶ（図示）の
指標が示される。
【００１８】
　タスクは、例えばＳ１が、以前に記憶した音の組に属しているかどうかを被験者が決定
しなければならない音であるとすることができる。この記憶探索タスクの結果は、Ｓ２で
期待される応答指示を示唆する。例えば、探索の結果に応じて応答を左手または右手のい
ずれかで行わなければならない。
【００１９】
　再び図２を参照すると、Ｓ１後の最初の１秒以内に、陽性波（徐波）から構成される徐
波複合を見ることができる（「ＰＳＷ」）。
【００２０】
　Ｓ１～Ｓ２区間の後期に、緩やかな陰性シフトが生じ、それはＳ２の直前に陰性最大値
に達する。このシフトは随伴陰性変動（ＣＮＶ）と呼ばれる。
【００２１】
　Ｓ１～Ｓ２区間が充分に長く、３秒以上である場合、陰性シフトは明らかに２つの部分
から構成される。陰性徐波（ＮＳＷ）と呼ばれる第１部分は、Ｓ１から約０．５から１秒
後の間に前頭部位置で最大になる。
【００２２】
　ＰＳＷは頭頂の優位性を有し、刺激評価の結果を反映すると推測され、タスクが難しく
なると減衰することが明らかになっている。
【００２３】
　ＮＳＷは前頭部で最大になり、一部の研究者は右脳半球に側方化されることを明らかに
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した。それは強度、確率、およびモダリティのようなＳ１の物理的特性によって影響され
るため、しばしば定位反応（ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　ｒｅａｃｔｉｏｎ）の一部とみな
される。Ｓ１のタスクが難しくなると、ＮＳＷは大きくなる。
【００２４】
　ＣＮＶは主として運動応答準備に関連し、その振幅はＳ２のタスク要求に大きく依存し
、速度／正確さの指示のようなタスク変数、およびＳ１～Ｓ２区間の長さによって影響さ
れる。ＣＮＶは中央の電極で最大振幅になる。
【００２５】
ＣＮＶおよび準備電位（ＢＰ）
　ＣＮＶおよびＢＰは、頭皮の同一位置でかつ応答が行われる直前に最大になるため、し
ばしば同一プロセスを反映しているとみなされる。しかし、ＣＮＶとＢＰとの間の相違は
、前者が刺激固定電位として導出される一方、後者が応答に対して相対的に導出されるこ
とである。
【００２６】
　ＢＰは運動準備に特異的であり、かつ一次運動皮質に集中するが、ＣＮＶは予想の認知
面に関連付けられ、一般的に前頭中央頭部皮質に局在する。
【００２７】
様々な種類の運動のＢｅｒｅｉｔｓｃｈａｆｔｓ振幅のトポグラフィックプロット
　側方化効果を含め、全体的運動関連電位分布効果の適正な構図を得るために、実験者は
、多電極配置を通して収集されたデータからの二次元補間スキームを使用する。この技術
は、頭皮表面全体のＢＰ振幅のトポグラフィック分布の可視化を促進する。
【００２８】
　（手短に言うと、データ処理方法は、最初に完全陰性の振幅を、頭皮全体の配列の各電
極位置についてアルゴリズム的に測定することから構成される。データは大量の高周波ノ
イズを含むため、２０～５０ｍｓの電圧データの平均を使用して、各ＢＰ波形の始めおよ
び終わりの電位を推定する。次いで、終わりの値を始めの値から減算し、こうして（ほと
んどの場合）陰性に対して正の大きさを生じる。次いでこれらのデータを各電極の既知の
相対座標と結合して、全体的に陰性値の二次元格子補間を生成する。加えて、補間を適用
する前に、ＥＯＧおよびＥＭＧ電極は、それらの所与の座標が表象的であって、それらが
一般的に有意の波形の証拠を何ら示さないため、データセットから除去される。）
【００２９】
自由運動
　被験者が右手のみの信頼できる総伸筋ＥＭＧ信号を生成するために必要かつ充分な中指
および薬指の自発的な伸展を開始するように求められると、記録ＭＡＣは図３（左）のよ
うになり、上述したデータ処理後の信号のトポグラフィック分布は図３（右）のようにな
る。
【００３０】
　ＣＰ２（図１の点に対して、中心線よりわずかに右側で、脳の後部に向かってすぐ下に
ある中央頭頂２）。図３左のグラフに示すのは、運動に対して対側性の活動を示す。色の
グレースケールへの変換は次の通りである。色は漸次変化する値である。中央の２つの円
形の暗黒領域は陽性ピークであり、他の暗黒領域は陰性ピークである。
【００３１】
　この場合、随意運動は完全に参加者の意思で行われるが、被験者には、運動の間に少な
くとも２ないし３秒おくように大まかな指針が与えられる。したがって、われわれは前述
の特徴の大部分を見ることができる。
【００３２】
同期運動
　指を意思で動かす代わりに、被験者は約０．５Ｈｚの大まかな指針周波数の自続性の均
一なメトリカルパルスに従って運動を開始し、結果的に生じる電位は異なる。理想的には
、これは０．５Ｈｚの安定した規則的なレートでＭＡＣ事象を生じる。これらの事象は、



(7) JP 5113520 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

被験者のインターナルパルス（ｉｎｔｅｒｎａｌ　ｐｕｌｓｅ）と位相同期すべきである
。これが「同期」条件である。
【００３３】
　結果的に得られたトポグラフィックマップを図４に示す。ここでＢＰ振幅がカラースペ
クトルマッピング（グレースケールとして示す）として可視化される。これらのプロット
では、実験条件の明瞭な分布効果が、前の自由運動の場合よりいっそう明瞭である。底部
の暗黒領域は正値であり、頂部の暗黒領域は負値である。
【００３４】
　前と同様に、運動は、信頼できる総伸筋ＥＭＧ信号を生成するのに充分な右手の中指お
よび薬指の伸展から構成された。この条件で、ほとんど頭の左側に向かって展開すること
が明らかである。
【００３５】
　前項で述べたトポグラフィックアルゴリズム（各信号の始めと終わりの２０～５０ｍｓ
の電圧データの平均）を適用すると、信号全体の最大振幅のスポットが２つあることが分
かる。１つは中央であり、もう１つは運動の少し対側の部位である。
【００３６】
シンコペーション運動
　この場合、被験者は再びインターナルメトリカルパルスを維持するように指示される。
しかし、この試験では、被験者は厳密にパルスの逆に指の運動を開始するように指示され
る。つまり、運動は維持されるインターナルパルスから半周期位相をシフトしなければな
らない。理想的には、これは０．５Ｈｚの周波数でインターナルパルスから１秒位相をシ
フトしてＭＡＣ事象を生じる。これが「シンコペーション」条件である。結果を図５に示
す（高い値が画像の底部に、低い値が頂部に現われる）。
【００３７】
　図３～５から、実験条件の明確な分布が明白であることが分かる。第一に、「自由運動
」条件に関連する全ての実験条件で、最大ＢＰ振幅の位置に明らかな分散がある。「同期
」条件では、大部分が頭部の左側に向かって展開する。「シンコペーション」条件では、
右側の展開も多少存在する。
【００３８】
　１つの潜在的な効果は、シンコペーション条件でＣＮＶが現われることである。以前の
項に記載したように、ＣＮＶは通常、非運動領域における期待または予測を表わす。
【００３９】
皮質活性化の活性化因子としての運動イメージ
　ごく最近、「ミラー療法」という技術を使用して、使用されていない皮質神経回路網を
活性化し、かつ傷害後の皮質異常に随伴して幻痛および発作として発生する痛みを軽減す
るのに役立てることが報告されている。手短に言うと、「ミラー療法」は、侵された手の
視覚的フィードバックが（反射した）侵されていない手のそれに置換されるように、ミラ
ーボックス内部で手を動かすことを含む。したがって、運動出力および感覚フィードバッ
クを調和させ、運動前野を活性化させることが試みられる。Ｍｏｓｅｌｅｙ　２００４は
彼の最後の論文で、「この技術の治癒効果の機序は明確ではないが、運動前野および運動
神経回路網の逐次活性化、または侵された手に対する注意の持続および集中、または両方
が関係するかもしれない」と書いている。
【００４０】
緩徐皮質電位（ＳＣＰ）
　一般的にＳＣＰは、独国テュービンゲン大学のＮｅｉｌｓ　Ｂｉｒｂａｕｍｅｒ教授お
よびそのグループによって幅広く使用されるようになった。ＳＣＰは０．５～１０秒にわ
たって発生する頭皮記録ＥＥＧの電位シフトである。陰性および陽性ＳＣＰは一般的に、
皮質の活性化および非活性化をそれぞれ含む機能に関連付けられる。健常な被験者および
神経学的患者は、感覚（例えば視覚的および聴覚的）フィードバックによって前頭部およ
び頭頂部で記録された彼らのＳＣＰ振幅および極性に対する信頼できる制御を達成するこ
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とができる。加えて、被験者は左右の脳半球間のＳＣＰの差を制御することを学習するこ
とができる。
【００４１】
ミューリズム
　人が静止しているときに、彼の感覚運動皮質は、「ローランドミューリズム」と呼ばれ
る８～１３Ｈｚの脳波リズムを生成する。人が運動を実行し始め、運動皮質が活性化され
るやいなや、ミューリズムは減衰または消滅する。ミューリズムは全員ではないとしても
大部分の成人に存在し、それは視床皮質神経回路網によって生成され、活動処理が行われ
ていないときが最も強くなる。ミュー振幅の減少はおそらく、基礎をなす細胞集合が非同
期状態になったことを示す（したがって頭皮全体で低下したミューリズム振幅が記録され
る）。被験者が運動を（実行するのではなく）観察しているだけであるときにもミューリ
ズムは非同期化し、非同期化の程度は活発な処理のレベルを反映する。それは、例えば人
が単純な手の伸展を実行しているときよりも、正確な指の開閉を実行しているときの方が
大きくなる。これらのリズムはまた、運動を計画しているときと同様のパターンで運動の
想像にも反応する。例えば手足を切断し、無くなった手足を精神的に動かす被験者は、運
動を想像しながらミューリズムの遮断効果を示す。
【００４２】
　フィードバック訓練をするとミュー非同期化が増大し、感覚運動を操作する被験者の能
力は最近、バイナリ信号に基づく脳‐コンピュータインタフェースとして作用するように
、Ｗｏｌｐａｗらのグループによって使用されてきた。例えば被験者は、三次元ビデオゲ
ームで左または右の運動を制御するために、２つの脳半球に対し同様のまたは異なるミュ
ー活動を生成することを学習することができる。
【００４３】
　時々、スクリーン上の二次元運動が可能になるように、２つの周波数帯域のリズムに対
し、両方の脳半球の振幅の差が記録される。例えばその開示内容を参照によって本書に援
用するＷｏｌｐａｗら（Ｊｏｎａｔｈａｎ　Ｒ．ＷｏｌｐａｗおよびＤｅｎｎｉｓ　Ｊ．
ＭｃＦａｒｌａｎｄ　２００４、「Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　ａ　ｔｗｏ－ｄｉｍｅｎｓｉ
ｏｎａｌ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ　ｓｉｇｎａｌ　ｂｙ　ａ　ｎｏｎｉｎｖａｓｉｖｅ　ｂｒ
ａｉｎ－ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｉｎ　ｈｕｍａｎｓ」、ＰＮＡＳ２０
０４、ｖｏｌ．１０、ｎｏ．５１：１７８４９－１７８５４）では、カーソルの垂直運動
の使用は２４Ｈｚのベータリズムによって、水平運動は１２Ｈｚのミューリズムによって
制御され、感覚運動領域全体にわたって左側および右側の頭皮電極位置Ｃ３およびＣ４で
記録された。垂直相関は左側で大きくなる一方、水平相関は右側で大きくなる。
【００４４】
　図９は左側に、ユーザが中心位置からカーソルをその方向に移動させることを学習する
スクリーン上の様々な位置を示す。図９の中心／右側に、ユーザが標的１（上）、標的６
（下）、標的３（右）、および標的８（左）に動かすときの脳電位の記録がある。例えば
標的１（上）に動かすために、ユーザはＣ３で記録されるベータリズム（２４Ｈｚ）を増
大させる必要があり、標的８（左）に動かすために、ユーザはＣ４で記録されるミューリ
ズム（１２Ｈｚ）を低減させる必要があることが分かる。図では、垂直制御は図示するよ
うに２つの陽性ピークを有する一方、水平制御では、左側ピークは陰性ピークであり、右
側ピークは陽性ピークである。
【００４５】
　多くの研究が、人間は実際の運動に関係なくミューリズム振幅を制御し、その制御を使
用してカーソルをコンピュータスクリーン上の標的に移動させること（Ｗａｌｐｏｗら、
１９９１：ＭｃＦａｒｌａｎｄら、１９９３；Ｐｆｕｒｔｓｃｈｅｌｌｅｒら、１９９３
）、または麻痺のある手に取り付けられた義手を制御すること（Ｐｆｕｒｔｓｃｈｅｌｌ
ｅｒら、２００３）を学習することができることを実証してきた。これらの研究はどれも
、卒中患者または外傷性脳障害によるような脳損傷のある他の患者には明らかに実行され
なかった。
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【００４６】
卒中後の皮質再構築
　随意腕運動の回復は、日常生活動作（ＡＤＬ）機能の長期障害を回避するために、卒中
リハビリテーション中の最も重要な目標の１つである。
【００４７】
　一部の研究は、上肢運動機能障害からの完全な回復後の脳病変に隣接する領域または侵
されていない脳半球の同側運動領域の健康回復を実証してきた。例えば機能的磁気共鳴撮
像（ｆＭＲＩ）、経頭蓋磁気刺激（ＴＭＳ）、および脳磁図（ＭＥＧ）のような脳撮像法
を使用して、卒中後に完全に回復した患者を検査したＲｏｓｓｉｎｉら（１９９８）は、
３通りの技術全部により罹患脳半球に標定された感覚運動野の非対称な拡大および後方シ
フトを明らかにした。
【００４８】
　Ｎｅｌｌｅｓら（１９９９）は、シリアル陽電子放射型断層撮影法（ＰＥＴ）を用いて
、最初の皮質下卒中から１２週間以内の機能的脳活動の前進的変化を研究した。半身麻痺
の卒中患者６名を２回スキャンした（ＰＥＴ１およびＰＥＴ２）。ＰＥＴ１では、両側性
下頭頂皮質、対側性感覚運動皮質、および同側背外側前頭前野皮質、補足運動野、および
帯状回皮質で活性化が観察された。ＰＥＴ２では、対側性感覚運動皮質および両側性下頭
頂皮質で局所的な脳血流の顕著な増加が見られた。ＰＥＴ２のみで活性化した領域は、同
側運動前野であることが分かった。彼らの発見に基づいて、Ｎｅｌｌｅｓらは、半身麻痺
からの回復が感覚系および運動系の脳活動の変化によって達成され、かつ脳活動のこれら
の変化が運動機能の回復に不可欠であるかもしれないと結論付けた。
【００４９】
　Ｊｏｈａｎｓｅｎ－Ｂｅｒｇら（２００２）は、卒中患者７名をｆＭＲＩで、在宅での
２週間のリハビリ療法の前に２回、後に２回検査した。彼らは、手の機能の治療に関連す
る改善が、侵された手の反対側の運動前野皮質および二次体性感覚皮質ならびに両側的に
小脳半球の上後領域におけるｆＭＲＩ活性の増加に相関することを発見した。前者が研究
する通り、これらの結果は、感覚運動領域の活性の変化が成功した運動リハビリテーショ
ンに関連付けられることを示唆している。
【００５０】
　加えて、卒中患者の証拠の蓄積は、機能運動の反復訓練を伴うリハビリテーション技術
が、運動神経能力の回復および皮質再構築に対して顕著な効果を持つことを示唆している
。例えばＬｉｐｅｒｔら（２０００）は、効果的なリハビリテーション治療により誘発さ
れた卒中患者の運動皮質の再構築を評価した。治療前に、侵された手の筋肉の皮質再現領
域は対側部位より著しく小さかった。１２日間の抑制誘発運動療法後に、麻痺性手足の運
動性能の大幅な改善に対応して、罹患脳半球の筋肉出力領域のサイズは著しく拡大した。
罹患脳半球の出力マップの中心のシフトは、隣接する脳領域の健康回復を示唆した。治療
後最高６ヶ月までの追跡検査で、運動性能は高レベルで維持される一方、２つの脳半球に
おける皮質領域のサイズはほぼ同一になり、２つの脳半球の間の興奮性の均衡が正常な状
態に回復したことを表わしていた。
【００５１】
　Ｌｕｆｔら（２００４）は、卒中患者の腕の機能を改善する特定のリハビリテーション
療法が、皮質神経回路網の再構築に関連付けられるか否かを試験した。患者を無作為に両
側性腕訓練（ｎ＝９）または標準化用量対応治療訓練（ｎ＝１２）に割り当てた。両方と
も６週間にわたって週３回、１時間ずつ実行した。治療介入前および後２週間以内に、肘
運動中の脳の活性化をｆＭＲＩによって評価し、腕機能スコアを使用して機能出力を評価
した。第１群（両側性腕訓練）の患者は、麻痺腕の運動中に脳半球の活性化を増大したが
、第２群はそうではなかった。活性化の著しい増加は損傷対側大脳および損傷同側小脳で
観測された。これらの結果は、両側性腕治療が損傷対側運動神経回路網の再構築を誘発し
、半身麻痺卒中の上肢リハビリテーションのための潜在的な療法としての反復両側性訓練
の生物学的妥当性を与えることを示唆している。
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【００５２】
要旨
　多数の研究が、損傷した脳は運動障害を補うように再構築することができることを実証
している。機能の完全な代替というよりむしろ、運動能力の回復の基礎をなす主な機序は
、皮質下卒中で連絡切断された運動皮質および皮質卒中後の梗塞縁を含め、既存の神経回
路網の活動の増強が関与する。非運動野および損傷対側運動野の関与は相次いで報告され
ており、損傷同側運動神経回路網の関与が大きければ大きいほど、回復が良好であるとい
う見解が現われている。良好な卒中の回復は、特定の脳領域の経時的変化が、２つの脳半
球の正常な均衡を再確立する傾向にあるような場合に起こるようである。したがって、機
能を正常に実行する脳部位が活動神経回路網に再統合されるときに、回復は最善になる。
この意見と一致して、集中的なリハビリテーション手順（能動および受動の両方）が最近
、運動機能の改善と並行して損傷同側運動野の活性化を増強することが示されるようにな
ってきた。
【００５３】
　一致した結果は、タスクが能動的か受動的かに関係なく、側性指数（ｌａｔｅｒａｌｉ
ｔｙ　ｉｎｄｅｘ）の低下およびより正常な強度への復帰を導きながら、侵された手が機
能を回復する、両脳半球の運動野および非運動野の回復、過剰活性化を伴うダイナミック
な再構築であった（ＣａｌａｕｔｔｉおよびＢａｒｏｎ、２００３）。下述する本発明の
一部の実施形態では、そのような結果は、本書に記載する方法および装置を用いて達成さ
れる。
【００５４】
　脳活動の一部の成分（例えばＳＣＰ）は、記録部位とは関係なく、一般的脳活動を増減
させることによって制御することができる。被験者は、左右の脳半球間のＳＣＰの差を制
御することを学習することができる（Ｒｏｃｋｓｔｒｏｈら、１９９０）。
【００５５】
脳コンピュータインタフェース（ＢＣＩ）
　ＢＣＩシステムは、ＥＥＧ活動の特徴の特定の成分を測定し、結果を制御信号として使
用する。今日のＢＣＩは、多種多様な電気生理学的信号からユーザの意図を決定する。こ
れらの信号は、頭皮から記録される緩徐皮質電位（ＳＣＰ）、Ｐ３００電位、およびμ（
ミュー）またはベータリズム、ならびに埋込み電極（脳マシンインタフェースＢＭＩと呼
ばれる）によって記録される皮質神経活動を含む。それらは実時間で、コンピュータディ
スプレイまたは他の装置を操作するコマンドに変換される。
【００５６】
　ＢＣＩは、脳機能の反映からのＥＥＧリズムまたはニューロン興奮レートのような信号
をその機能の最終結果、つまり従来の神経筋チャネルの出力と同様に、個人の意図を達成
する出力に変換する。ＢＣＩは、神経および筋肉ならびにそれらが生じる運動を、電気生
理学的信号ならびにこれらの信号を動作に変換するハードウェアおよびソフトウェアに置
換する。
【００５７】
　多くの研究が、健常な被験者および神経学的患者は、オペラント学習により、正中中心
部、前頭部、および頭頂部における彼らの緩徐皮質電位（ＳＣＰ）振幅に対する信頼でき
る制御を達成できることを実証した。さらに、被験者は、左右の脳半球間のＳＣＰの差を
制御することを学習することができる（Ｂｉｒｂａｕｍｅｒら、１９９９；Ｂｉｒｂａｕ
ｍｅｒら、１９８８；Ｒｏｃｋｓｔｒｏｈら、１９９０）。応答の強化および調整を使用
して成功した学習の結果、新しい非運動技能が獲得されている（Ｂｉｒｂａｕｍｅｒら、
１９９９）。ミューリズムを含む研究（Ｗａｌｐｏｗら、２００２）は、これらの結果を
確認しかつ延長している。
【００５８】
　その一部については本書で言及する以下の論文は、その開示内容を参照によって本書に
援用する。
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【発明の開示】
【００５９】
発明の概要
　本発明の一部の実施形態の広義の態様は、ＥＥＧまたは他の脳活動評価を利用するロボ
ット支援リハビリテーションに関する。本発明の例示的実施形態では、評価は脳の可塑性
を誘発かつ／または測定するために使用される。本発明の例示的実施形態では、脳および
マニピュレータ機能は相関または相互作用し、例えば一方を用いて他方をトリガまたは生
成させる。
【００６０】
　本発明の例示的実施形態では、脳活動の測定は、例えばエクササイズ中、セッション中
、および／またはセッション間に、患者、システム、および／または療法士のうちの１つ
またはそれ以上にフィードバックを提供するために使用される。本発明の例示的実施形態
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では、リハビリテーションエクササイズの皮質効果がこうして評価され、かつ／または任
意選択的にリハビリテーションの身体的効果と相関される。これは、リハビリテーション
過程および／または患者の限界の問題を識別するために使用することができる。本発明の
例示的実施形態では、フィードバックはより皮質特定的なリハビリテーションに使用され
、そこでリハビリテーションエクササイズおよび／またはパラメータを使用して、特定の
脳領域および／または再構築方法論に選択的に集中する。任意選択的に、エクササイズは
、それが所望の選択的な皮質および／または再構築効果を示す場合に使用される。エクサ
サイズは、所望の効果が見出されない場合には、任意選択的に取り止めるか、重要性を減
じるか、かつ／またはそのパラメータを変更する。
【００６１】
　本発明の例示的実施形態では、運動および／または運動を実行する欲求に改善効果を得
るためにリハビリテーションを使用する。
【００６２】
　本発明の例示的実施形態では、リハビリテーションの目標は、生得的な皮質能力および
／または皮質能力と身体的能力との間の整合性を改善することである。任意選択的に、こ
のリハビリテーションは、多数のエクササイズ（一般的に１ヶ月未満、１週間未満、また
は中間的時間のような短い期間内に、１００回以上、１０００回以上、または１０，００
０回以上）を、任意選択的に正確にまたは大まかに何回も反復し、かつ機能の改善に応じ
てエクササイズパラメータを変更しながら、実行することを含む。任意選択的に、リハビ
リテーション中は安全性が配慮される。任意選択的に、リハビリテーションは理学療法士
の監督下で行われる。一般的に、１つまたはそれ以上のリハビリテーションの目標、例え
ば手足の制御および／または活動の百分率改善が達成される。
【００６３】
　本発明の一部の実施形態の広義の態様は、ロボット操作システムを使用する認知リハビ
リテーションの支援に関する。
【００６４】
　本発明の例示的実施形態では、脳領域の選択的治療を提供する。本発明の例示的実施形
態では、任意選択的に本書に記載する操作および測定システムは、可塑性およびリハビリ
テーション努力をその領域に集中させることができるように、脳の損傷領域の縁部を識別
するために使用される。任意選択的に、そのような縁部領域は、それが凸凹の活性化輪郭
線を持つことによって識別される。
【００６５】
　本発明の例示的実施形態では、局所的活性化は、例えば加熱、磁気脳刺激、電気刺激、
および／または薬剤送達の１つまたはそれ以上によって達成される。本発明の例示的実施
形態では、関連脳領域の選択的活性化は、脳領域を活性化する患者の認知フィードバック
訓練、および次いで薬剤または他の全般的な治療の提供によって達成される。任意選択的
に、そのような選択は、その領域を扱う身体的リハビリテーションエクササイズ中および
／または後に適用される。任意選択的に、脳活動および／または身体活動を測定するマニ
ピュレータシステムによって、タイミングおよび／または関連トリガが達成される。
【００６６】
　本発明の例示的実施形態では、直接皮質リハビリテーションを提供するために、操作装
置を使用する。本発明の例示的実施形態では、頭皮の単一点（例えばＣｚ）から記録され
たＳＣＰ信号をバイオフィードバック的に使用して、その点位置の信号の陰性（皮質の活
性化）または陽性（皮質の非活性化）を制御することを患者に教える。ひとたび患者が単
一点のＳＣＰ信号を制御することができるようになると、信号の１つの特徴（例えばその
陰性）を任意選択的に使用して、マニピュレータを空間内で、例えば１つの平面内で単方
向に駆動させる。後で、患者がさらに回復した後、任意選択的に、信号の様々な特徴が、
マニピュレータを空間内で、１つの平面内で単方向に駆動させるために使用される二進コ
ードに変換される。後で、さらにいっそう回復した後、任意選択的に、頭皮全体の様々な
点位置で測定することによって、患者はそれらの各々におけるＳＣＰ信号を同時に制御す
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るように訓練され、その情報は、空間内で、任意選択的に最初は単一の平面内で、後に三
次元モードで、マニピュレータを多方向的に駆動させることを患者に教えるために使用さ
れる二進コードに変換される。マニピュレータは、皮質信号の特定の組合せに対する応答
として運動を生成すること、および／または患者が克服した運動のトレースを増強かつ増
幅することの一方または両方のために使用することができる。任意選択的に、患者は選択
的に運動を試行かつ実行し、かつ／または運動を想像するように指示される。
【００６７】
　本発明の一部の実施形態の広義の態様は、マニピュレータを使用して測定能力を改善す
ることに関する。本発明の例示的実施形態では、マニピュレータによる反復運動または選
択的に様々な運動を使用して、脳の活性化の検出を向上し、かつ／または様々な脳活動源
を分離する。
【００６８】
　本発明の例示的実施形態では、特定の反復運動を使用して、例えば比較のため、または
治療関する決定のために、皮質信号を画定する。本発明の例示的実施形態では、反復マニ
ピュレータを使用するという事実が、多数回の試行にわたって記録された脳信号を合成し
かつ平均することを可能にする。任意選択的に、マニピュレータは、信号を時間的に整列
させることができるように、運動をトリガさせるために使用される。任意選択的に、運動
は健常腕および麻痺腕の運動を含む。健常腕の運動は任意選択的にマニピュレータによっ
て検出され、上記トリガとして使用される。
【００６９】
　本発明の一部の実施形態の１つの態様は、ロボットマニピュレータを使用して不正確ま
たは部分的な運動を提供することに関する。１つの実施例では、ロボットマニピュレータ
は、患者によって計画された運動とは逆の力を付与する。これは、患者の応答を測定する
ことによって、例えば評価のために、身体的障害を克服するため、または特定の脳領域を
訓練するためのトレーニングとして使用することができる。別の実施例では、ロボットマ
ニピュレータは運動を開始し、次いで患者が運動を自分で補償または完了することができ
るかどうかを見るために、受動的になるか、あるいは少し能動性を低下させる。別の実施
例では、マニピュレータを使用して、それ無しには不可能であった運動および認知活動を
患者が経験することができるように、患者（または療法士）に運動を計画させ、かつ／ま
たは計画された運動を変更させることができる。任意選択的に、そのような計画の後で、
運動が実行され、あるいは患者の運動が補助される。任意選択的に、そのような計画また
は変更のためにグラフィカルインタフェースが使用される。代替的にまたは追加的に、運
動を行うマニピュレータまたはマニピュレータを動かす患者の物理的インタフェースが、
患者によって入力装置として使用される。任意選択的に、そのような計画立案中の脳活動
もまた測定され、任意選択的にフィードバックとして、または計画立案能力の回復を示す
ために、（例えば直接に、または単純化された形で）患者に示される。
【００７０】
　本発明の一部の実施形態の１つの態様は、リハビリテーションの一部としての精神的状
態の毎日の評価に関する。本発明の例示的実施形態では、脳画像、血液検査、および／ま
たはＥＥＧ測定を使用して、患者の即時の精神的状態、例えば抑うつを評価する。任意選
択的に、患者の意欲の状態に応じて、意欲をさらに高めることができ、かつ／または成果
をあまり期待することができない。このタイプの抑うつ状態は、毎時間または毎日変化し
得る気分に関係し、長期疾病である臨床的抑うつには関係がない。
【００７１】
　本発明の例示的実施形態では、認知リハビリテーションの進展は、問題解決または他の
認知試験のような他の手段を使用して評価される。任意選択的に、認知の進展は予測され
る身体的リハビリテーションの進捗を構成するために使用される。
【００７２】
　本発明の一部の実施形態の１つの態様は、患者のためにその運動または同様の運動を実
際に実行することによって、患者による正しい心的イメージを確保かつ／または確認する
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ことに関する。場合によっては、脳の損傷はそのようなイメージングを困難または不可能
にすることがある。その他に、患者が指示を正しく理解したかどうか明瞭でない場合があ
る。本発明の例示的実施形態では、提示した運動を次いで、実際に実行される運動と厳密
に比較することができる。本発明のこの実施形態および他の実施形態では、ロボットマニ
ピュレータを１つまたはそれ以上の位置および／または方位感知装置に置換し、人間に患
者を運動させ、運動を位置感知装置で追跡させることができる。しかし、ロボットマニピ
ュレータの利点は、人間の操縦者では一般的にそれほど正確にならない運動または運動応
答がどうなるかを前もって規定することができることである。
【００７３】
　本発明の例示的実施形態では、心的イメージは、指示を用いて（たとえ目を閉じた状態
でも）、かつ／または動画もしくは実際の運動を提示して刺激される。任意選択的に、動
画は患者自身の運動の動画である。任意選択的に、示されるのはプロセスイメージ、例え
ば麻痺腕の代わりに健常腕を用いて実行される運動の鏡像である。
【００７４】
　本発明の例示的実施形態では、提示される運動は部分的運動であり、あるいは完全な運
動というよりむしろヒント、例えば運動に沿った停止点だけを含む。任意選択的に、行う
べきものとは意図的に異なる運動を使用して、例えば患者に頭の中で心的操作（例えば平
行移動および／または回転）を実行させる。
【００７５】
　任意選択的に、患者のハビリテーションを防止するために、誘導される心的イメージに
使用される運動を変化させる。
【００７６】
　本発明の一部の実施形態の１つの態様は、リハビリテーションに用量計画を使用するこ
とに関する。本発明の例示的実施形態では、用量計画は、単に費やされる時間ではなく、
患者および／または患者の活動に対する効果の一方または両方に関する。本発明の例示的
実施形態では、用量管理が適用され、そこでは最小限の労作（心的および／または身体的
）および／または注意レベルが要求される。代替的にまたは追加的に、所望のレベルおよ
び／または最大限のレベルが規定される。本発明の例示的実施形態では、リハビリテーシ
ョンシステムは、請求額の計算および用量遵守の確保の一方または両方のために、実際の
用量を監視する。
【００７７】
　したがって、本発明の例示的実施形態では、
　患者の一部分の少なくとも１つの運動パラメータを制御することのできる運動要素と、
　脳活動を示す信号を生成する脳モニタと、
　リハビリテーション情報が格納されたメモリを含み、前記リハビリテーション情報を利
用するリハビリテーション過程の一部として、前記信号と前記運動要素の運動とを相互に
関連付ける回路機構と、
を備えたリハビリテーション装置を提供する。
【００７８】
　任意選択的に、前記部分は手足である。
【００７９】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は前記運動要素を制御する。
【００８０】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、運動の方向および位置または到達点の
少なくとも１つを制御する。
【００８１】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、運動に対する抵抗、速度、および運動
モードの少なくとも１つを制御する。
【００８２】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、前記運動要素の運動の少なくとも１つ
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のパラメータを測定する。任意選択的に、前記回路機構は、前記運動の力、運動ベクトル
、および速度の少なくとも１つを測定する。
【００８３】
　本発明の例示的実施形態では、前記リハビリテーション情報はリハビリテーション計画
を含む。
【００８４】
　本発明の例示的実施形態では、前記リハビリテーション情報はリハビリテーション診断
を含む。
【００８５】
　本発明の例示的実施形態では、前記リハビリテーション情報は、予想される脳運動関係
の少なくとも１つのテンプレートを含む。
【００８６】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、前記測定に基づいて予想される運動を
生成するように適応される。
【００８７】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、前記運動要素の運動に基づいて予想さ
れる脳活動を生成するように適応される。
【００８８】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、前記測定を前記リハビリテーション情
報と比較するように適応される。
【００８９】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、前記患者のリハビリテーション改善を
前記リハビリテーション情報の傾向と比較するように適応される。
【００９０】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、前記測定に応答して少なくとも１つの
運動パラメータを変更するように適応される。任意選択的に、前記変更は前記運動の時間
枠内である。
【００９１】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、前記患者の運動する意図を検出し、そ
れに応答して前記運動要素の制御を達成するように適応される。
【００９２】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、運動準備の整ったことを検出し、それ
に応答して前記運動要素の制御を達成するように適応される。
【００９３】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、運動または運動欠如の検出に応答して
、前記測定の信号処理を変更するように適応される。
【００９４】
　本発明の例示的実施形態では、前記脳モニタはＥＥＧモニタを含む。
【００９５】
　本発明の例示的実施形態では、前記脳モニタは血流測定装置を含む。
【００９６】
　本発明の例示的実施形態では、前記脳モニタはｆＭＲＩシステムを含む。
【００９７】
　本発明の例示的実施形態では、前記運動要素はロボットマニピュレータを含む。
【００９８】
　本発明の例示的実施形態では、前記運動要素は、制御可能な仕方で運動に抵抗する抵抗
運動要素を含む。
【００９９】
　本発明の例示的実施形態では、前記運動要素は、３Ｄ空間において最小限の次元で少な
くとも３０ｃｍのボリュームにわたって実質的に非制約運動が可能であるように適応され
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る。
【０１００】
　本発明の例示的実施形態では、前記運動要素は、少なくとも１種類の身体部分に選択的
に連結および連結解除するように適応される。
【０１０１】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、前記患者に認知リハビリテーションを
提供するように適応される。
【０１０２】
　本発明の例示的実施形態では、前記回路機構は、前記患者のリハビリテーションの進展
を格納するメモリを含む。
【０１０３】
　本発明の例示的実施形態では、装置が少なくとも２つの運動要素を備え、前記回路機構
は、それらを両側の手足に関連付けられるものとして識別するように構成される。
【０１０４】
　また、本発明の例示的実施形態では、
　患者の少なくとも一部分の運動をリハビリテーション過程の一部として制御するステッ
プと、
　前記制御に関連して前記患者の脳活動を測定するステップと、
を含むリハビリテーション方法をも提供する。
【０１０５】
　任意選択的に、該方法は、
（ａ）所望の脳リハビリテーションに関して決定するステップと、
（ｂ）前記リハビリテーションを達成するように前記運動を制御するステップと、
を含む。
【０１０６】
　任意選択的に、前記所望のリハビリテーションは皮質再構築を含む。
【０１０７】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、前記測定に基づいて患者を診断するステップ
を含む。任意選択的に、診断は、前記診断のために複数の所望の運動を達成するように前
記運動を制御することを含む。代替的にまたは追加的に、診断は、前記患者の脳の可塑性
の指標を少なくとも生成することを含む。
【０１０８】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、前記測定に応答して前記運動を制御するステ
ップを含む。
【０１０９】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、前記運動に応答して前記測定を制御するステ
ップを含む。
【０１１０】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、前記運動中に測定するステップを含む。
【０１１１】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、同一運動に対して前記制御および前記測定を
少なくとも１０回繰り返すステップを含む。
【０１１２】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、同一日のリハビリテーションで少なくとも２
０の異なる運動に対して前記制御および前記測定を繰り返すステップを含む。
【０１１３】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、健常側および麻痺側の測定を比較するステッ
プを含む。
【０１１４】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は健常側および麻痺側の動きを比較するステップ
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を含む。
【０１１５】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は前記運動を測定するステップを含む。
【０１１６】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は前記運動の品質を測定するステップを含む。
【０１１７】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、前記測定に基づいて前記患者のリハビリテー
ション過程の進展を追跡するステップを含む。
【０１１８】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、運動の前記制御をフィードバックとして使用
して、皮質活動を制御するように患者を訓練するステップを含む。
【０１１９】
　また、本発明の例示的実施形態では、
　患者が脳領域を局所的に活性化させるステップと、
　前記活性化と同調して前記脳領域に治療を適用するステップと、
を含む、治療標的化の方法をも提供する。
【０１２０】
　任意選択的に、治療を適用するステップは前記脳領域を使用する身体的リハビリテーシ
ョンを含む。
【０１２１】
　任意選択的に、治療を適用するステップは薬剤を送達することを含む。
【０１２２】
　本発明の例示的実施形態では、前記局所的に活性化させるステップは、脳組織を直接刺
激する外部手段を使用して前記脳領域を刺激することを含む。
【０１２３】
　本発明の例示的実施形態では、前記局所的に活性化させるステップは、身体的エクササ
イズを使用して患者に領域を局所的に活性化させることを含む。
【０１２４】
　本発明の例示的実施形態では、前記局所的に活性化させるステップは、前記領域の局所
的活性化を検出することを含む。
【０１２５】
　また、本発明の例示的実施形態では、
　既知の身体的活動を実行するつもりに少なくともなるように患者を誘導することによっ
て脳活動を生成するステップと、
　第１脳モニタを使用して脳活動の第１の監視を行うステップと、
　異なる種類の第２脳モニタを使用して前記活動の第２の監視を行うステップと、
　前記第１および第２の監視の結果間の対応を決定するステップと、
　前記第２モニタを使用して、前記患者にリハビリテーションを実行するステップと、
　前記第１の監視と前記第２の監視の間の対応を利用して、前記実行ステップ中に前記患
者の脳活動を評価するステップと、
を含む脳監視の方法をも提供する。
【０１２６】
　任意選択的に、前記評価ステップは、前記結果間の一定の関係を前提とすることを含む
。
【０１２７】
　任意選択的に、前記生成ステップは、コンピュータ制御下で生成することを含む。
【０１２８】
　任意選択的に、前記生成ステップは、同一の少なくとも意図を少なくとも１０回繰り返
すことを含む。
【０１２９】
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　任意選択的に、前記第２の監視が電気的監視を含む。
【０１３０】
　任意選択的に、前記第２の監視のコストが前記第１の監視より著しく低い。
【０１３１】
　任意選択的に、前記第１の監視がｆＭＲＩを含む。
【０１３２】
　また、本発明の例示的実施形態では、
（ａ）脳機能を再構築するステップと、
（ｂ）前記再構築後に、前記再構築を利用して運動制御を回復するステップと、
を含むリハビリテーションの方法をも提供する。
【０１３３】
　任意選択的に、前記再構築ステップは、物理的操作システムを使用して患者にフィード
バックを提供して再構築することを含む。
【０１３４】
　また、本発明の例示的実施形態では、
　患者のためのリハビリテーションの所望の用量を規定するステップであって、前記用量
が患者の活動の関数として規定されて成るステップと、
　コンピュータ化リハビリテーションシステムを使用して患者への前記用量の適用を監視
するステップと、
を含むリハビリテーションの制御方法をも含む。
【０１３５】
　任意選択的に、前記用量は、身体的労作の用量を含む。
【０１３６】
　任意選択的に、前記用量は、精神的労作の用量を含む。
【０１３７】
　任意選択的に、前記用量は注意の用量を含む。
【０１３８】
　任意選択的に、前記用量は脳領域毎に規定される。
【０１３９】
　また、本発明の例示的実施形態では、
　コンピュータの管理下で患者の反復運動エクササイズを行うステップと、
　前記反復運動から脳活動の測定値を収集するステップと、
　前記測定値を解析して、運動に応答する脳活動のより正確な測定値をもたらすステップ
と、
を含む脳のパターンを測定する方法をも提供する。
【０１４０】
　任意選択的に、該方法は不良測定値を除去することを含む。
【０１４１】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、より正確な前記測定値を使用してＢＣＩをプ
ログラミングすることを含む。
【０１４２】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、より正確な前記測定値を解析して前記患者を
診断することを含む。
【０１４３】
　本発明の例示的実施形態では、前記診断は脳活動品質を含む。
【０１４４】
　本発明の例示的実施形態では、前記診断は脳の可塑性を含む。
【０１４５】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、より正確な前記測定値を解析してリハビリテ
ーション過程のループを閉じることを含む。
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【０１４６】
　また、本発明の例示的実施形態では、
　空間マニピュレータに連結されている間に特定の運動を実行するように人間に指示する
ステップと、
　前記人間を誘導して不正確な運動を実行させるように前記空間マニピュレータに指示す
るステップと、
を含むリハビリテーションの方法をも提供する。
【０１４７】
　任意選択的に、該方法は、前記運動と前記不正確な運動との間に回転または平行移動マ
ッピングを規定することを含む。
【０１４８】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、前記人間に対する皮質応答を測定して前記不
正確な運動を検出するステップを含む。
【０１４９】
　また、本発明の例示的実施形態では、
　患者に指示を提供してその心的イメージを誘導するステップと、
　前記イメージに応答して患者の運動を測定するステップと、
　前記指示を前記運動と比較するステップと、
　前記イメージに関して前記患者にフィードバックを提供するステップと、
を含む心的イメージを確保する方法をも提供する。
【０１５０】
　任意選択的に、該方法は、前記イメージに対応する脳活動を測定するステップを含む。
【０１５１】
　任意選択的に、該方法は、前記脳活動を前記運動中に収集された脳活動と比較するステ
ップを含む。
【０１５２】
　本発明の例示的実施形態では、該方法は、前記患者のハビテーションを防止するように
前記指示を変更するステップを含む。
【０１５３】
　本発明の例示的実施形態では、前記指示は、前記患者が目を閉じている間の指示を含む
。
【０１５４】
図面の簡単な説明
　本発明の特定の実施形態を、図と共に例示的実施形態の以下の説明に関連して記述する
。図では、２つ以上の図に現われる同一の構造、要素、または部品は任意選択的に、それ
らが現われる全ての図で同一または同様の符号で示される。
　図１は、ＢＰ期間を示す平均化運動関連電位テンプレートを提示する。
　図２は、中央導出から測定されたＳ１～Ｓ２パラダイムにおける典型的な事象関連電位
を示す。
　図３～５は、様々な種類の運動についての頭皮表面全体におけるＢＰ振幅の時間的分布
およびトポグラフィック分布を示す。
　図６Ａは、本発明の例示的実施形態に係る例示的リハビリテーションシステムを示す。
　図６Ｂは、本発明の例示的実施形態に係る、ＭＡＣおよび予想信号を監視するための記
録構成案を示す。
　図７は、本発明の例示的実施形態に係る、両側皮質活性化を記録する方法のフローチャ
ートである。
　図８は、患者から測定されたＳＣＰ信号を示す。
　図９は、標的を制御するために使用されるミューリズム検出を示す。
　図１０は、本発明の例示的実施形態に係る主動筋／拮抗筋リハビリテーションの過程の
フローチャートである。
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　図１１は、本発明の例示的実施形態に係る運動を開始する方法のフローチャートである
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１５５】
概要
　本発明の多くの実施形態は、リハビリテーションの方法を重点的に取り扱う。最初に、
該方法に有用である例示的システムについて説明し、次いで様々な方法および方法論につ
いて説明する。本発明の例示的実施形態では、該方法および／または方法論は、リハビリ
テーションシステムにソフトウェアとして実現される。しかし、一部の実施形態では、該
方法は部分的に手動とすることができ、かつ／または分散して実現される。
【０１５６】
例示的システム
　図６Ａは、本発明の例示的実施形態に係る例示的リハビリテーションシステム／装置６
００を示す。システム６００は、ロボットアクチュエータまたは、例えば上肢６０６を動
かすための手足マニピュレータ６０４を含む他のアクチュエータ装置６０２を含む。マニ
ピュレータ６０４は任意選択的に、手足の単一点だけを操作する。他の実施形態では、複
数の手足（または他の身体部分）および／または手足の複数の点（例えば関節）を操作す
る。操作の代替または追加として、マニピュレータ６０４は、手足の運動を測定し、かつ
／またはユーザへの運動感覚フィードバックを提供するために使用される。例示的なその
ようなマニピュレータを記載する特許出願を下に提示する。任意選択的に、マニピュレー
タは多関節アームまたは他のロボットアフェクタ（ｒｏｂｏｔ　ａｆｆｅｃｔｏｒ）を含
む。
【０１５７】
　本発明の例示的実施形態に係る一部の方法論では、一度に片腕ずつ、（例えばシステム
６００への取付けによって）作業が実行される。時には両腕を鏡像のように一緒にエクサ
サイズし、時には両腕を交互にエクササイズする。
【０１５８】
　本発明の一部の実施形態の特定の意図は、それらが例えば脳６０８の可塑性および／ま
たは訓練に関連するときに、リハビリテーションの大脳の側面と相互作用することである
。本発明の例示的実施形態では、脳６０８は外傷性脳障害または卒中のために損傷する。
また、身体障害、例えば関節炎（もしくは外傷に無関係のその他の損傷）または（例えば
外傷に関連する）整形外科関係の損傷もある。場合によっては、リハビリテーションは身
体障害によって制限され、かつ／または患者がその身体的限界に適した運動制御を学習す
るように修正される（例えば杖または歩行器の使用は、例えば応答時間に関して、通常の
歩行とは異なる認知目標を示唆するかもしれない）。
【０１５９】
　本発明の一部の例示的実施形態では、脳機能の様々な測定値６１３、例えばＳＣＰ６１
０、ＭＡＣ６１２、および／またはミューリズム６１４が収集される。他の測定値、例え
ば生理学的測定値６１１を収集することもできる。コントローラおよび／またはソフトウ
ェアモジュール６１６は、中枢（脳）活動を処理および／または監視するために使用され
る。様々な構成で、このモジュールおよび／または他のモジュールは別個、局所的、また
は遠隔的とすることができ、かつ／または様々な方法で、例えばハードウェアおよび／ま
たはソフトウェア、集中型および／または分散型として、実現することができる。本発明
の例示的実施形態では、コントローラは、リハビリテーション情報および／またはプログ
ラミングを格納したメモリを含む。任意選択的に、リハビリテーション情報は、診断、リ
ハビリテーション計画、進展報告、リハビリテーションマイルストーン、予想される進展
のテンプレート、診断テンプレート、エクササイズ計画（例えば運動パラメータ）、およ
び／またはセッションの記録のうちの１つまたはそれ以上を含む。
【０１６０】
　表面ＥＥＧ測定の代替または追加として、他の測定手段、例えばｆＭＲＩ、高分解能Ｅ
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ＥＧ、ヘマトエンセファログラフィ（ＨＥＧ）、誘発電位、埋込み電極（有線または無線
）、ＰＥＴスキャンニング、ＮＭ撮像、および／または当業界で公知の他の脳および／ま
たは機能撮像および／または測定方法を使用することができる。本発明の例示的実施形態
では、例えばエクササイズ中のＥＥＧ、および例えば改善を評価するため、かつ／または
ＥＥＧと相関させるための周期的なｆＭＲＩなど、複数の脳測定方法が使用される。場合
によっては、リハビリテーションセッション中に例えば可塑性を査定するために、ｆＭＲ
Ｉのような高価な撮像方法さえも使用されることがある。加えて、脳の測定は様々な実施
形態で様々な目的に役立つことに留意されたい。例えば一部の実施形態では、脳の測定は
、行動する意図が存在するときを決定するために使用され（それは高い時間分解能を必要
とする）、場合によっては、全般的活性化レベルの変化が見られるかどうかを決定するた
めに（それには高い空間分解能が有益である）、かつ／または他の場合、能力の進行中の
変化を査定するために使用される。
【０１６１】
　任意選択的に、ＥＭＧの測定は、健常な手足および／または麻痺性手足で、例えば多チ
ャネルｓＥＭＧ記録装置６１８を使用して実行される。モニタ／モジュール６２０は任意
選択的に記録を監視するために設けられる。本発明の例示的実施形態では、ｓＥＭＧ記録
は、脳測定信号および／または患者の機械的出力と相関される。
【０１６２】
　任意選択的に、機能刺激装置６２２は、ｓＥＭＧ測定および／または他のリハビリテー
ション手順に関連して、筋肉および／または神経の閾値下および／または閾値上の刺激を
提供するために設けられる。本発明の例示的実施形態では、刺激は、例えばタイムクロッ
クと同期して、またはトリガに応答して（例えばかつ／または遅延して）、１つまたはそ
れ以上の筋肉群の一連の刺激として提供される。任意選択的に、刺激は電気または磁気刺
激である。
【０１６３】
　本発明の例示的実施形態では、１つまたはそれ以上の埋込み刺激装置（有線または無線
）が使用される。任意選択的に、そのような刺激装置は、刺激に使用されることに加えて
、またはそれに代わって、ＥＭＧを測定するために使用される。
【０１６４】
　無線式埋込み可能な電子刺激装置は、例えば米国特許第５，１９３，５３９号、米国特
許第５，１９３，５４０号、米国特許第５，３１２，４３９号、米国特許第５，３２４，
３１６号、米国特許第５，４０５，３６７号、ＰＣＴ公開ＷＯ９８／３７９２６、ＰＣＴ
　ＷＯ９８／４３７００、ＰＣＴ公開ＷＯ９８／４３７０１、１９９８年１０月８日、米
国特許第６，０５１，０１７号、米国特許出願第０９／０７７，６６２号、およびＩＥＥ
Ｅ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
、Ｖｏｌ．４４、Ｎｏ．９、７８１－７９０頁に発表されたＣａｍｅｒｏｎらの論文「Ｍ
ｉｃｒｏｍｏｄｕｌａｒ　Ｉｍｐｌａｎｔｓ　ｔｏ　Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ａｌ　Ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐａｒａｌｙｚｅｄ　Ｍｕｓｃｌｅｓ　ａｎｄ　
Ｌｉｍｂｓ」に記載されている。これらの全ての開示内容を参照によって本書に援用する
。
【０１６５】
　本発明の例示的実施形態では、例えば運動の品質および／または他の運動パラメータを
査定するために、機械的性能モニタモジュール／ソフトウェア６２４を装備する。任意選
択的に、実際の運動を計画された運動と比較する。
【０１６６】
　任意選択的に、カメラ６１５を装備する。カメラは、例えば患者にフィードバックを提
供し、（１対の目しか持たない）リモートまたはローカル療法士との相互作用を支援する
ように、運動の品質を決定するために解析することのできる画像を取得および捕捉し、か
つ／または運動を患者に示すための動画のキューを生成するために、使用することができ
る。本発明の一部の実施形態では、マニピュレータを使用する代わりに、カメラおよび／
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または位置センサを使用して、患者の運動が検出される。
【０１６７】
　中央コントローラ（装置６０２の外部に特別に図示せず）は任意選択的に、上述した機
能の一部または全部を計画し、監視し、かつ／または提供するために使用される。ユーザ
へのフィードバックは任意選択的に、例えばビジュアルディスプレイ（６２８）として、
またはオーディオおよび／または触覚フィードバックとして提供される。任意選択的に、
フィードバックのため、および／または患者および／または療法士を誘導するために、音
楽（例えばリズム音）が使用される。機械的処理および格納モジュール６２６は任意選択
的に、別個のモジュールとして、または中央コントローラの一部として提供される。
【０１６８】
　任意選択的に、トリガリング機能が設けられ、例えば信号の加算および／または平均化
のために使用される。これは任意選択的に、雑音を除去して信号／雑音比を高めるために
（例えば同期誘発電位を提供し、あるいは随伴陰性変動（ＣＮＶ）の場合のように構造化
挙動アルゴリズムに応答して複合信号を測定するために）使用される。任意選択的に、ア
クチュエータ６０２の機械的能力は、測定間の再現性を確保するために使用される。
【０１６９】
　任意選択的に、例えば１つまたはそれ以上の埋込み電極、外部電極、薬剤、標的薬物送
達、および／または磁気または熱刺激を利用する脳刺激ツール（ＳＴＭ）６３０が設けら
れる。任意選択的に、活動領域への薬剤の送達を増強するために、薬剤の持続（任意選択
的に自動的および／またはトリガ式）送達と併せて、脳領域の選択的な活性化が使用され
る。任意選択的に、ＳＣＰ（下述する）を制御する個人の能力が、様々な用途のために、
例えば皮質の関心領域を活性化（または非活性化）するために使用される。任意選択的に
、リハビリテーション活動および／または患者の制御によって生じる活性化と併せて、Ｓ
ＴＭ６３０が使用される。任意選択的に、そのような組合せは、刺激、薬剤供給、および
リハビリテーションエクササイズの１つまたはそれ以上のタイミングおよび／またはパラ
メータ制御のために使用される。
【０１７０】
　本発明の例示的実施形態では、脳領域の（例えば刺激装置、リハビリテーション、およ
び／または患者の制御を使用した）標的活性化が他の種類の治療のために、例えば活動領
域における薬剤の効果を（それが有効であるおかげで、または血流の増加のおかげで）増
強したり、移植組織、例えば移植幹細胞または同種移植組織の一体化を誘導するために、
使用される。任意選択的に、既存の神経細胞の成長の誘導は、本書に記載する方法を用い
て標的化される。
【０１７１】
　任意選択的に、装置６００は、薬剤の供給を活性化にタイミングを合わせるための回路
機構のような手段を含む。
【０１７２】
　任意選択的に、例えば指示および／またはフィードバックを療法士に示すために、療法
士ディスプレイ６１７が設けられる。このディスプレイは例えばリモートとすることがで
きる。
【０１７３】
　任意選択的に、例えばビジュアルゴーグル、パノラマディスプレイ、３Ｄ音、触覚セン
サ、および／または触覚フィードバックのうちの１つまたはそれ以上を含む仮想現実（Ｖ
Ｒ）システム６１９が設けられる。任意選択的に、ＶＲシステムは、患者のリハビリテー
ションが行われる実世界の状況をより適正にエミュレーションするために使用される。任
意選択的に、ＶＲシステムは、例えば所望の運動を示す画像に重ねて患者の手足の実際の
動きを示すことによって、現実感を高めるために使用される。任意選択的に、標準ディス
プレイが使用され、そこで捕捉された映像ストリームが増強される。
【０１７４】
　本発明の例示的実施形態では、患者と対話するためのツールとして仮想現実を使用して
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、患者に治療が施される。任意選択的に、どの仮想現実設定が患者に対し最も大きい鎮静
効果を有し、あるいはその他の方法でリハビリテーション過程と有利に相互作用するかを
決定するために試験が行われる。任意選択的に、患者に対する効果を決定するために、Ｅ
ＥＧまたは他の脳測定が使用される。
【０１７５】
　ＭＡＣおよび方法論と共にロボット操作を利用する装置は任意選択的に、麻痺の程度お
よびエクササイズの目的に応じて多種多様な方法で適用される。
【０１７６】
　運動の複雑さは変動させることができる。例えば、時には、単一の運動が何度も繰り返
され、他の場合、２つまたはそれ以上の運動（またはより複雑なスケジュール）が繰り返
される。場合によっては、多少のリハビリテーションの進展が達成された後、さらなる可
塑性を促すために、例えば「簡単な」運動の後に「難しい」運動を続けるように、スケジ
ュールが設定される。
【０１７７】
　本発明の例示的実施形態では、システム６００は、特定運動誘発トレーナとして使用さ
れる。半身麻痺用の従来の「抑制誘発療法」の代わりに、システム６００は、患者の特定
の神経学的限界の深い知識を持つ専門療法士によってプログラムされたスケジュールを促
進することによって、動的な代替物として使用することができる。特定の抵抗レベルでの
関連軌跡が任意選択的に推進または許容される。
【０１７８】
　本発明の例示的実施形態では、システム６００は、個人化された訓練レベルを提供する
ために使用される。任意選択的に、システム６００の機械的モジュールと神経学的モジュ
ールとの間に、前者による運動エクササイズの複雑度が後者によって記録されるパフォー
マンスと整合するように、ポジティブフィードバックループが確立される。例えば記録さ
れる中枢活性化が高ければ高いほど、非常によく知られた運動ループでマニピュレータ６
０４を動かすために必要な力は大きくなる。このタイプの特徴は、進展が最も困難になる
可能性があるリハビリテーション過程の後期段階で、改善を達成することができる。この
タイプの相互作用は、患者が充分に制御していない部分で、あまり無理することなく、患
者を運動の特定部分に「特化」させることができる。本発明の例示的実施形態では、この
タイプのフィードバックは、患者をその治療レベルに従って治療することを可能にする。
本発明の例示的実施形態では、システムはユーザが（例えばひとたび運動を開始するとそ
れを続けることによって）運動を開始すること、または（例えば任意選択的に徐々にベー
スを落としながら、最後に停止することによって）運動を終了することを支援する。任意
選択的に、患者が運動を開始し、遂行し、かつ／または停止する能力の測定を、リハビリ
テーション進捗の標識として使用する。
【０１７９】
　本発明の例示的実施形態では、運動は、受動、能動、および中間、ならびにその他の運
動タイプ１つまたはそれ以上を含む。特定の例示的運動のリストを以下でさらに記載する
。場合によっては、特定の運動は適さないことが注目される。例えば全く動けない麻痺患
者は、抵抗に対して動くことを期待することができない。
【０１８０】
　任意選択的に、音楽および／またはリズム音がリハビリテーション過程の一部として使
用される。本発明の例示的実施形態では、音楽リズムおよび照明の統合使用により、フィ
ードバック連鎖を向上し、かつ／またはリハビリテーション過程に娯楽的な側面を追加す
る。例えば、ボンゴを叩くことは一般的に気分が高揚する活動である。反復性の協調運動
と連携した音によってもたらされるリズミカルな催眠効果によるものと考えることができ
る。本発明の例示的実施形態では、多感覚連携パフォーマンスは生理学的および皮質性の
干渉を促進する傾向があると考えられ、システム６００は、複数のフィードバックモード
および／または活性化を律動的にもたらすことによってそのような干渉を促進するために
使用され、それはリハビリテーションを助長することができる。



(25) JP 5113520 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

【０１８１】
先行特許出願
　以下は、出願人および／または発明者が本願と同一人であり、本発明の実施形態を実行
するのにおそらく役立つ様々な装置および方法を提供する特許出願の表である。

【０１８２】
　これらの出願の全ての開示内容を参照によって本書に援用する。一般的に、これらの特
許出願の技術および装置は、本書に記載する様々な身体部分のリハビリテーションおよび
／またはフィードバックを達成するために使用することができ、かつ／または本書に記載
する大脳の監視と併せて使用することができる。
【０１８３】
システム６００の概要および例示的使用
　システム６００のようなシステムを、認知リハビリテーションおよび／または認知評価
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と併せてリハビリテーションに使用することのできる方法は、多数存在する。以下はその
ような使用法の見本を提供するものであり、後で幾つかの特定の例示的な使用法について
、適用の例示的プロトコルと共に記載する。
【０１８４】
　第１の使用グループは、ＥＥＧまたは脳活動の他の評価を利用するロボット支援リハビ
リテーションに関係する。本発明の例示的実施形態では、評価は、脳の可塑性を誘発かつ
／または測定するために使用される。本発明の例示的実施形態では、脳およびマニピュレ
ータの機能は相関または相互作用される。例えば一方を使用して、他方をトリガまたは生
成する。
【０１８５】
　本発明の例示的実施形態では、脳活動の測定は、例えばエクササイズ中、セッション中
、および／またはセッション間に、患者、システム、および／または療法士の１つまたは
それ以上にフィードバックを提供するために使用される。本発明の例示的実施形態では、
リハビリテーションエクササイズの皮質効果がこうして評価され、かつ／または任意選択
的にリハビリテーションの身体的効果と相関される。これは、リハビリテーション過程の
問題および／または患者の限界を識別するために使用することができる。本発明の例示的
実施形態では、フィードバックは、リハビリテーションエクササイズおよび／またはパラ
メータを使用して特定の脳領域および／または再構築方法論に重点的に取り組む、より皮
質特定的なリハビリテーションに使用される。任意選択的に、エクササイズは、それが所
望の選択的な皮質および／または再構築効果を示す場合にのみ使用される。エクササイズ
は、所望の効果が見出せない場合、任意選択的に取り止めるか、その重要性を低減するか
、あるいはそのパラメータを変更する。セッション内解析の特定の利点は、患者のニーズ
に対する素早い対応であることが注目される。任意選択的に、エクササイズを変更するフ
ィードバックは３０分以内、１０分以内、５分以内、１分以内、３０秒以内、またはそれ
以下、または中間の時間内に達成される。
【０１８６】
　本発明の例示的実施形態では、リハビリテーションは、運動および／または運動を実行
する欲求に対する改善効果をもたらすために使用される。
【０１８７】
　本発明の１つの例示的実施形態では、（例えばロボットによって提供される）厳密な運
動経路の前に、脳の塑性変化を誘発、監視、同調、および／または評価するために、両側
性準備電位が監視、定量化、かつ／または表示される。
【０１８８】
　本発明の例示的実施形態では、運動の計画立案、麻痺腕によるその運動のその後の実行
、無傷である感覚線維を介してのそのような運動の運動感覚的知覚、それを開始する決意
から生理学的に期待される時間後に行われる運動の実際の目撃、および／または一方にお
いて特殊化された生理学に基づくリハビリテーションマニピュレータの助けを借りて上記
ステップの全てに繰返し正確に戻る可能性、および／または他方において前向きの塑性変
化の増強および促進の可能性の間に時間的および／または生理学的連鎖がある場合に、リ
ハビリテーションは基づく。有利な効果を得るために、これらの項目全てを相関させる必
要はない。本発明の例示的実施形態では、（例えば適合性を規定するために）リハビリテ
ーションセッション中に患者に要求される精度は、タスクに適するように選択される。例
えば５ｃｍ、３ｃｍ、１ｃｍ、０．５ｃｍ、またはそれ以上の優れた精度および／または
再現性が、様々なタスクに要求されるかもしれない。
【０１８９】
　本発明の例示的実施形態では、ロボットマニピュレータ、例えばその開示内容を参照に
よって本書に援用する米国特許仮出願第６０／５４２，０２２号に記載された装置が使用
される。この装置は、任意選択的ディスプレイ、任意選択的プロセッサ、任意選択的ユー
ザ入力、およびロボット操作部または抵抗部を含むことができる。そこに記載された一部
の実施形態では、装置は設定された運動を引き起こし、運動に抵抗し、手足（例えば手、
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腕、足、または脚）間の運動をまね、手足の運動を助け、かつ多関節の運動を実行するこ
との１つまたはそれ以上を行うように構成することができる。加えて、そのようなマニピ
ュレータは手足の位置および力を測定することもでき、あるいはこれらは他の方法で測定
することもできる。プロセッサおよび入力を使用して、より詳細なプログラミングを行う
ことができる。本発明の例示的実施形態では、プログラミングは生理学的信号の正確な反
復、および反復と整合する方法での処理を含む。
【０１９０】
　ロボットマニピュレータは厳密に言うと必須ではないが、一部のそのようなマニピュレ
ータの潜在的な利点は、広範囲の運動を非常によく制御された仕方で測定、反復、および
変更するマニピュレータの能力である。ロボットの制御された特徴は任意選択的に、経路
、速度、強度、加速度、再現率、および／または脳リズムとの同期のような動力学的変数
、位置変数、および時間変数の１つまたはそれ以上を含む。
【０１９１】
　脳機能を評価するために、様々な方法が任意選択的に、例えばｆＭＲＩ、ＥＥＧ、ＨＥ
Ｇ、埋込み電極、および当業界で公知の他の方法の１つまたはそれ以上が使用される。任
意選択的に、ＥＥＧのような低コストの方法が、たとえその分解能は低くても、リハビリ
テーション中に使用される。任意選択的に、高分解能の方法と低分解能の方法との間の対
応性を生成するために、例えばリハビリテーションの開始時、および／または周期的に較
正が実行される。１つの実施例では、（例えば療法士および／または装置にから）患者に
指示することによって、所望の運動または認識作用が達成されるまで、ｆＭＲＩはＥＥＧ
に対して較正される。適正または既知の効果が達成されたことは、ｆＭＲＩシステムによ
って決定することができる。リハビリテーション中に、対応するＥＥＧ信号が達成された
場合、これは、ｆＭＲＩ信号に示される、基礎を成す認識作用も少なくとも近似的に達成
されていることを意味すると想定することができる。任意選択的に、新しい効果を訓練す
るとき、あるいはＥＥＧ（または他の低品質信号）が正しい指標を生成していないと感じ
られた場合、較正は繰り返される。
【０１９２】
　本発明の例示的実施形態では、脳活動を測定するために使用される方法は、光学手段を
介して脳皮質における酸素レベル（例えばオキシ‐デオキシヘモグロビン）もしくは他の
代謝および／または機能マーカを監視する非侵襲非接触法のｎＩＲ質量分析法または分光
光度法である。本発明の例示的実施形態では、ｎＩＲ質量分析センサ（任意選択的に「オ
プトード」に基づく）が運動皮質（または頭皮の他の部分もしくは頭蓋内）に配置され、
エクササイズを実行している間に正常側信号を麻痺側信号と比較する。そのようなシステ
ムを記載している論文が、Ｍａｒｉａ　Ａｎｇｅｌａ　Ｆｒａｎｃｅｓｃｈｉｎｉらによ
る「Ｏｎ‐ｌｉｎｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　ｂ
ｒａｉｎ　ｗｉｔｈ　１６０ｍｓ　ｔｅｍｐｏｒａｌ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ」（２００
０年１月３１日／Ｖｏｌ．６、Ｎｏ．３　／　ＯＰＴＩＣＳ　ＥＸＰＲＥＳＳ　４９）で
あり、その開示内容を参照によって本書に援用する。
【０１９３】
　本発明の例示的実施形態では、脳機能の周期性と運動制御の周期性との間の相関を利用
する。本発明の例示的実施形態では、固有周波数を有するタスクを提供する。この周波数
は、信号源および／または特性の検出向上のために、ＥＥＧ信号をフィルタリングするた
めのフィルタとして使用される。代替的にまたは追加的に、脳のリズムが検出され、運動
活動はそのリズムに整合するように修正される。任意選択的に、その特定の患者の場合に
、どの脳リズムがより維持し易いかを決定するための検査が行われる。任意選択的に、基
礎をなすタスクを変更することによって、脳リズムの変化の容易性から脳機能の可塑性の
尺度が導出される。可塑性の低い脳は、そのような変化に対し、可塑性の高い脳より遅く
追従し、かつ／またはより早くエクササイズに失敗することが予想される。
【０１９４】
　本発明の実施に有用な追加的装置は、その開示内容を参照によって本書に援用する米国
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特許仮出願第６０／５６６，０７８号に記載されている。そこでは、健常な手足における
ＥＭＧ測定が、障害のある手足のリハビリテーションおよび／または刺激を制御するため
に使用される。任意選択的に４つのＥＭＧチャネルがあり、１つのチャネルが４つの筋肉
、すなわち二頭筋、三頭筋、屈筋、および伸筋の各々からのＥＭＧ信号を測定する。各チ
ャネルは３つの電極を使用し、２つは筋肉の各端付近からの信号を記録し、１つは真ん中
の基準電極である。その適用例では、運動を支援し、患者にフィードバックを提供し、か
つ／または刺激を提供するために、健常な手足における測定ＥＭＧに基づく低レベル信号
を麻痺性手足に印加した。
【０１９５】
　本発明の例示的実施形態では、ロボットマニピュレータの運動計画立案、プログラミン
グ、正確な繰返し、および／またはＭＡＣモニタリングとの任意選択的な高度の同期化の
能力は、リハビリテーションに関連する１つまたはそれ以上の重要な因子に対する完全な
制御、またはより完全な制御を可能にする。
【０１９６】
　本発明の例示的実施形態では、リハビリテーションは、（内部評価過程に基づく）内因
性構成要素の一般的特徴が注意集中に対する依存性であるという前提に基づく。外因性構
成要素は事象に対する注意集中度が変化しても維持される傾向があるが、内因性事象は往
々にして注意集中度が高い状態では増強され、あるいは注意を逸らす刺激が存在すると消
滅する。任意選択的に、ＣＮＶまたはＢＰの深さの測定は、リハビリテーション中の集中
力を反映することができる。
【０１９７】
　本発明の例示的実施形態では、装置は運動の様々な反復同期スケジュールを提供し、そ
れは運動に関連付けられる皮質活性化を監視および／または改善するために使用される。
【０１９８】
　本発明の例示的実施形態では、装置は、例えば反復可能な運動スケジュールに関連付け
るなど、皮質活性化技術の進展を定量化および／または評価するために使用される。
【０１９９】
　本発明の例示的実施形態では、装置は、以前休眠していた皮質神経回路網を一般的に活
性化するために使用される。
【０２００】
　本発明の例示的実施形態では、装置は、皮質活性化とその関連末梢結果との間の同期化
を促進し、おそらく運動出力と感覚フィードバックを調和させるために使用される。
【０２０１】
　本発明の例示的実施形態では、装置は、皮質活性化の改善および（おそらく間接的に）
可塑性の再分布および進展に事実上関連させて、リハビリテーションの進捗を評価するた
めに使用される。
【０２０２】
　本発明の例示的実施形態では、１つまたはそれ以上の異なるタイプの運動（例えば自由
、同期、シンコペーション）を患者に試し、（例えばそれらの各々に関連する皮質活性化
の程度に基づいて）リハビリテーションに対するそれらの相対的効果を推定する。任意選
択的に、例えば健常な被験者または健常な手足の運動と比較した）活性化の同期化および
／または皮質活動の他のパラメータの進捗率は、リハビリテーション時間および／または
予想されるマイルストーンを推測するために使用される。
【０２０３】
　本発明の例示的実施形態では、皮質活動の進捗の１つまたはそれ以上のテンプレートお
よび／またはそれらの身体的リハビリテーションとの関連付けは記憶され、患者の実際の
進展と比較される。任意選択的に、リハビリテーションのタイプの分類が、進展のタイプ
および／またはロボット操作と皮質活動との間の相互作用のタイプに基づいて行われる。
そのような分類は、脳の損傷に基づく基本的分類の下位分類とすることができる。任意選
択的に、テンプレートは患者のための計画として生成される。
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【０２０４】
　本発明の例示的実施形態では、反復信号の検出は、正しい脳活動が行われていることを
示すために使用される。
【０２０５】
　本発明の例示的実施形態では、装置は、高次脳中枢（計画立案）から、低次脳中枢（強
制運動のフィードバック）から、および／またはラテラル脳中枢（側方に反対側の手足の
運動をまねること）からのうちの１つまたはそれ以上を含め、運動経路を活性化する複数
の方法を提供するために使用される。本発明の例示的実施形態では、そのような複数の活
性化方法は、患者が障害を克服し、かつ／または代替的経路を発見するのを支援するのに
役立つ。
【０２０６】
　本発明の例示的実施形態では、運動の計画立案（ＢＰ）、麻痺腕によるその運動の（た
とえそのような運動がほとんどまたは完全に人工的に、例えばロボットを使用して、また
は対側腕の筋肉のｓＥＭＧによって生成される場合でも）その後の実行、無傷である感覚
線維を介してのそのような運動の運動感覚的知覚、それを開始する決意から生理学的に期
待される時間後に行われる運動の実際の目撃、および／または（例えばロボットマニピュ
レータにより）上記ステップを全部正確に繰り返す可能性の間に時間的および／または生
理学的連鎖がある場合に、運動能力を回復する前向きな塑性変化の可能性が促進および／
または増強されるという前提に基づいて、リハビリテーションは実行される。代替的にま
たは追加的に、上記は検査および／または評価のために使用される。
【０２０７】
　本発明の例示的実施形態では、リハビリテーションは、末梢神経および脳の組合せ刺激
（「二重刺激」）が正常な運動皮質の興奮性の例えば変化を誘発するという前提に基づい
て行われる。代替的にまたは追加的に、リハビリテーションは、「二重刺激」が運動皮質
の可塑性および関連する機能の改善を誘発するとい前提に基づいて行われる。これについ
ての幾つかの根拠は、（Ｕｙ　Ｊ、Ｒｉｄｄｉｎｇ　ＭＣ、Ｈｉｌｌｉｅｒ　Ｓ、Ｔｈｏ
ｍｐｓｏｎ　ＰＤ、Ｍｉｌｅｓ　ＴＳの「Ｄｏｅｓ　ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｌａ
ｓｔｉｃ　ｃｈａｎｇｅ　ｉｎ　ｍｏｔｏｒ　ｃｏｒｔｅｘ　ｉｍｐｒｏｖｅ　ｌｅｇ　
ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ａｆｔｅｒ　ｓｔｒｏｋｅ？」，Ｎｅｕｒｏｌｏｇｙ　２００３年１
０月１４日、６１（７）：９８２‐４）に見ることができ、その開示内容を参照によって
本書に援用する。
【０２０８】
　本発明の例示的実施形態では、ロボットマニピュレータは、上述したシンコペーション
状態をまねる合図構造（例えば被制御振動器）を提供する。
【０２０９】
　本発明の例示的実施形態では、準備度が評価される。本発明の例示的実施形態では、患
者はエクササイズに対する準備が整っている（例えばその計画立案が完了している）こと
を示すために手動入力を使用する。代替的実施形態では、そのような評価のために脳活動
解析を使用する。１つの実施例では、課せられた運動は、患者のそれに対する準備が整っ
たときに付与される。１つの実施例では、発明の背景で記載したように、脳信号処理はそ
のような準備度を示す。別の実施例では、そのような算出された準備度に対する様々な遅
延が、患者および／または様々なタイプの運動に対して試行される。別の実施例では、患
者の注意が適切に集中しているときに、それを評価するために脳信号解析が使用される。
任意選択的に、そのような解析は、患者の注意集中を改善する際に患者を訓練するための
フィードバックとして、かつ／またはそのような注意が欠如しているときにそれを患者が
検出するのを助けるために使用される。
【０２１０】
　本発明の例示的実施形態では、麻痺腕の筋肉の皮質ラテラル刺激に加えて、またはその
代わりに、よく定義された（例えばロボットマニピュレータによって編成され遂行される
）運動手順の結果として記録されるＭＡＣ徐波が任意選択的に、注意度のマーカとして使
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用され、任意選択的に可塑性および／またはリハビリテーションを示すために使用され、
あるいはそのプロモータとして働くように生成される。
【０２１１】
　本発明の例示的実施形態では、意図が助長され、かつ／または測定される。本発明の例
示的実施形態では、外部運動と同期した中枢活性化（例えばＳＣＰ、ＭＡＣ）の記録によ
り、患者が特定の運動を実行しようとする「意図」の程度の定性的かつ／または定量的評
価が得られ、その意図の尺度は、下でさらに詳述するように、例えば意欲の存在を実際の
運動実行の開始点として捕えることによって、可塑性およびリハビリテーションを助長す
るために使用することができる。任意選択的に、たとえ筋肉の収縮の外在化が無い場合で
も、評価は実行される。これは任意選択的に、（ａ）収縮の無い状態で残留ＥＭＧを測定
し、（ｂ）対側性身体運動皮質全体の脳の活性化を測定し、（ｃ）中央緩徐皮質電位によ
って測定される一般的皮質活性化を測定し、かつ／または（ｄ）麻痺部位および正常部位
の緩徐皮質両側活性化を比較することによって達成される。
【０２１２】
　本発明の例示的実施形態では、「意図関連信号」は、例えば応答として麻痺部位の所望
の筋肉をＦＥＳで刺激することによって報奨される（例えば推進のために使用される）。
本発明の例示的実施形態では、発生する脳の活性化の振幅は、麻痺した筋肉のＦＥＳ刺激
の増大を助長するために使用される。おそらく、同じ刺激および応答の反復を通して、脳
は、以前休眠状態であった領域の特定のタイプの脳の活性化と、システムによって誘発さ
れる正確な末梢運動活動との間のつながりを「認識する」。同じ連鎖に繰返し戻ることに
より、いっそうの可塑性を達成することができる。
【０２１３】
　本発明の例示的実施形態では、リハビリテーション中に激励を提供する。例えば脳活動
および運動のうちの一方または両方が正しい（または進展している）ことを示す。任意選
択的に、既存の弱い運動に出力の増大をもたらし、かつ／または位置フィードバックを増
大し、かつ／または運動の複雑さを低減することは、リハビリテーションの認知の側面を
支援するために使用されることに加えて、またはそれに代わって、患者を励ますために使
用することができる。
【０２１４】
　本発明の例示的実施形態では、皮質信号運動シグネチャを使用する。本発明の例示的実
施形態では、例えばマニピュレータを神経電極および／またはイメージングと関連して使
用して、ダンサまたは太極拳熟練者のような「運動専門家」の集団の皮質信号を測定する
。任意選択的に、マニピュレータは、抵抗および／または空間的非対称性（例えば捩れた
状態）に遭遇したときに、力の情報を測定し、かつ／または挙動を測定するために使用さ
れる。任意選択的に、患者は（例えば本書に記載する方法を使用して）整合する信号を生
成するように訓練され、あるいは信号はＦＥＳを患者に付与するためのトリガとして使用
される。運動専門家に代わって、（例えば脳損傷前から、または健常な手足からの）患者
自身のシグネチャが使用される。
【０２１５】
　本発明の一部の実施形態の１組の使用は、ロボット操作システム（例えば能動または受
動）を診断に使用することに関する。本発明の例示的実施形態では、システムは、期待さ
れる脳の活性化パターンを生じるかあるいは特定の脳領域の使用を必要とするかのいずれ
かの方法で、様々な操作および／または複雑性レベルを実行するために使用される。例え
ば、システムによって例示された複雑な運動を繰り返すように患者に要求すると、変化す
る抵抗の条件下で、円状に一定速度の運動を続けるように患者に要求したときとは異なる
仕方で脳領域を活性化させる。別の実施例では、運動が複雑になると、より大きい計画立
案努力が必要になる。
【０２１６】
　本発明の例示的実施形態では、ロボットシステムは、可塑性および／または進捗および
／またはリハビリテーション治療の有効性の評価に使用される。本発明の例示的実施形態
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では、システムは、同一組の繰り返されるエクササイズを、例えば同一セッション中に繰
り返して（皮質活動および／または運動能力の１つまたはそれ以上の改善に基づいて、セ
ッション中の改善を評価し、脳の可塑性の１つの尺度を提供するため）、または異なるセ
ッションで（セッション間の進展を評価するために）提供する。
【０２１７】
　被制御システムは任意選択的に、要求される運動、変化の測定、タイミング、段階的変
化のうちの１つまたはそれ以上を制御し、かつ／またはエクササイズの順序の変化を提供
することができることに注目されたい。これらの特徴の一部は、手動的方法を用いて利用
することができる。しかし、多くの場合、純粋に手動的にエクササイズをテストすること
が、機械を適用して機械でエクササイズを支援する場合と同様に効果的であるためには、
変動性が大きすぎると思われる。任意選択的に、機械は、所望のタイミング、位置、およ
び／または力に対して、実際に実行される動作と比較して、１０％以内、５％以内、１％
以内、または中間値もしくはそれより優れた値の再現性を達成することができる。任意選
択的に、予め決められた反復可能な運動ループでの中枢記録（例えばＭＡＣ）の改善は記
録され、可塑性向上の間接的な定性的評価として数量化される。本発明の一部の実施形態
では、リハビリテーションは、不完全な動きの反復が可塑性向上をもたらすという前提に
基づいており、したがってそれが実施される。例えば、目標に向かって改善される品質を
要求する代わりに、可塑性を向上するために患者ができる最善の運動を繰り返すように患
者に要求する。任意選択的に、反復中に可塑性を評価して、その効果を決定し、かつ／ま
たはいつまで続けるかを決定する。任意選択的に、可塑性を直接測定する代わりに、予想
される可塑性の欠如を求めるネガティブ測定が行われる。例えば、１００回の反復で可塑
性が誘発されると仮定して、可塑性変化があったかどうか週１回またはそれ以上の間隔で
（例えば脳の撮像によって）測定することを、可塑性の追跡方法として使用することがで
きる。
【０２１８】
　任意選択的に、皮質活動と機械生成運動との間の時間的関連も、可塑性を異なる仕方で
向上することができる（鏡像技術を使用する場合と同様に、しかしおそらくより良いやり
方で）。ここで、脳（意図およびシステムからのオーディオビジュアル刺激によって活性
化される）によって期待されたときの麻痺腕の実際の運動は、運動の回復を誘発しかつ触
媒する特に顕著な同期間隔入力をもたらすことがある。
【０２１９】
　任意選択的に、生理学的信号を記録し、長期間にわたって多くの個人の運動改善を評価
することによって、システムは、患者の成績を関連付け、患者の結果を適切に関連付けら
れた可塑性「シグネチャ」の集団と比較することによって、個人内および個人間の成績の
比較を支援する。任意選択的に、この比較は患者の実際の状態とは独立させ、例えば脳の
損傷場所とは独立させることができる。代替的に、比較が脳内の損傷領域および／または
範囲にインデクシングされる場合、そのような手段は、脳の基本的可塑性、および／また
はおそらく根底にあるモチベーションおよび／または認知の問題を示すのに役立つ。
【０２２０】
　本発明の例示的実施形態では、リハビリテーションの有効性は、一般的に片方の脳半球
に関連付けられる運動が実行されるときの反対側の脳半球の活動の向上、または損傷した
脳半球の活動の増加の一方または両方を検出することによって評価される。
【０２２１】
　本発明の例示的実施形態では、脳活動を監視して、身体的リハビリテーション活動が脳
に所望の効果をもたらしているかどうかを決定する。本発明の例示的実施形態では、脳の
測定は、患者が正しい集中力または指示された努力を適用しているかどうかを示すために
、患者（または療法士またはコントローラ）へのフィードバックとして使用される。患者
による失敗は、他のエクササイズの使用を示唆しているかもしれない。１つの実施例では
、患者が間違った活動に努力を払っていることが明らかである場合、間違った活動が最小
化される（例えば運動の出力を増大する）新しいエクササイズを提供することができる。
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別の実施例では、複雑なエクササイズを、患者が正しい（または進展する）脳の活性化を
達成することのできる程度まで単純にすることができる。
【０２２２】
　本発明の例示的実施形態では、脳活動の監視を使用して、脳の活性化の正しい均衡化の
回復を検出する。場合によっては、そのような均衡化は、器質的損傷のため、不可能であ
る。しかし、（例えば損傷した組織の評価に基づき）期待される均衡化の程度を目標とす
ることができる。換言すると、エクササイズの範囲全体における同様の活性化が目標であ
る。
【０２２３】
　本発明の例示的実施形態では、運動の特徴（例えば自由、同期、またはシンコペーショ
ン）および／または（ＣＮＶ型の応答を促進する）事前警告キューの有無は、頭皮全体の
ＭＡＣ信号の対側性展開の程度を決定することかもしれない。本発明の例示的実施形態で
は、特徴は所望の効果が得られるように意図的に選択することができる。代替的にまたは
追加的に、脳活動を測定して、所望の効果が達成されたかどうかを決定することができる
。
【０２２４】
　本発明の例示的実施形態では、所望のリハビリテーションの時間および／またはタイプ
を評価する。本発明の例示的実施形態では、運動能力および皮質電気活動のうちの一方ま
たは両方に対してベースラインを設定する。患者の成績を一方または両方のベースライン
と比較して、例えばリハビリテーション段階、リハビリテーションブロック（例えば進展
しない特定の脳領域）、および／または進展率を決定する。本発明の例示的実施形態では
、同じ患者の健常な手足についてベースラインを設定する。代替的にまたは追加的に、健
常人のベースラインを設定する。本発明の例示的実施形態では、患者を、同様の健常な脳
スキャンの他の患者（例えば運動機能が損なわれていない）および／または同様の器質的
損傷のある患者の進展および測定と比較する。
【０２２５】
　本発明の例示的実施形態では、患者に健常および麻痺腕で同じ運動を実行させることに
よって診断を実行する。ＣＮＶの振幅は一般的に対側性運動活動の準備を反映するため、
これは損傷側（半身麻痺の被験者の場合）の成績を評価する方法を提供する。任意選択的
に、そのような診断をリハビリテーション中継続して、例えば達成された回復の程度を明
確化し、かつ／または数量化する。
【０２２６】
　本発明の一部の実施形態の一連の使用は、ロボット操作システムを使用する認知リハビ
リテーションの支援に関する。
【０２２７】
　本発明の例示的実施形態では、脳領域の選択的治療を提供する。本発明の例示的実施形
態では、任意選択的に本書で記載する操作および測定システムを使用して、脳の損傷領域
の縁部を識別し、可塑性およびリハビリテーション努力をその領域に集中させることがで
きるようにする。任意選択的に、そのような縁部領域は、それが凸凹の活性化輪郭線を持
つことによって識別される。
【０２２８】
　本発明の例示的実施形態では、例えば加熱、磁気脳刺激、電気刺激、および／または薬
剤送達のうちの１つまたはそれ以上によって、局所的活性化を達成する。本発明の例示的
実施形態では、関連脳領域の選択的活性化は、脳領域を活性化する患者の認知フィードバ
ック訓練、および次いで薬剤または他の一般的な治療によって提供される。任意選択的に
、そのような選択は、その領域を扱う身体的リハビリテーションエクササイズ中および／
または後に適用される。任意選択的に、脳活動および／または身体活動を測定するマニピ
ュレータシステムによって、タイミングおよび／または関連トリガが達成される。
【０２２９】
　本発明の例示的実施形態では、直接皮質リハビリテーションを提供するために、操作装
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置を使用する。本発明の例示的実施形態では、頭皮の単一点（例えばＣｚ）から記録され
たＳＣＰ信号をバイオフィードバック的に使用して、その点位置の信号の陰性（皮質の活
性化）または陽性（皮質の非活性化）を制御することを患者に教える。ひとたび患者が単
一点のＳＣＰ信号を制御することができるようになると、信号の１つの特徴（例えばその
陰性）を任意選択的に使用して、マニピュレータを空間内で、例えば１つの平面内で単方
向に駆動させる。後で、患者がさらに回復した後、任意選択的に、信号の様々な特徴が、
マニピュレータを空間内で、１つの平面内で単方向に駆動させるために使用される二進コ
ードに変換される。後で、さらにいっそう回復した後、任意選択的に、頭皮全体の様々な
点位置で測定することによって、患者はそれらの各々におけるＳＣＰ信号を同時に制御す
るように訓練され、その情報は、空間内で、任意選択的に最初は単一の平面内で、後に三
次元モードで、マニピュレータを多方向的に駆動させることを患者に教えるために使用さ
れる二進コードに変換される。マニピュレータは、皮質信号の特定の組合せに対する応答
として運動を生成すること、および／または患者が克服した運動のトレースを増強かつ増
幅することの一方または両方のために使用することができる。任意選択的に、患者は選択
的に運動を試行かつ実行し、かつ／または運動を想像するように指示される。
【０２３０】
　本発明の例示的実施形態では、リハビリテーションの後期段階で、患者がマニピュレー
タを彼／彼女のＳＣＰ信号により動かすことを学習した後、次のステップは、どの運動が
関連筋肉の残留ｓＥＭＧ信号の生成に関連付けられるかを検出することができることであ
る。次いで、中枢（例えばＳＣＰまたはＭＡＣ）および末梢（ｓＥＭＧ）測定の必要な混
合があるときだけ、マニピュレータの運動を可能にすることによって、システムは皮質活
性化および筋肉パフォーマンスを統合することを人に教えることができる。
【０２３１】
　本発明の例示的実施形態では、リハビリテーション過程の目標は脳の再構築である。任
意選択的に、最少量の再構築が検出された後、この再構築を使用して、１つまたはそれ以
上の手足のリハビリテーションを行う。任意選択的に、手足のこの「脳」リハビリテーシ
ョンは、麻痺性手足の残留四肢運動がほとんどまたは全く無いときに開始される。
【０２３２】
　本発明の例示的実施形態では、１つまたはそれ以上の認知活動（しかし、任意選択的に
限定数）が物理的システムによって支持される。任意選択的に、そのような支持は、患者
がそのエネルギおよび／または注意力を損傷した脳領域に傾注させ、疲労を軽減し、かつ
／またはそれ以外では複雑すぎるエクササイズの実行を可能にする。本発明の例示的実施
形態では、認知支援は、視覚的フィードバックまたは予測的表示（例えば３Ｄ動画）、オ
ーディオフィードバック、同一または他の腕からの運動感覚フィードバック（例えば、エ
クササイズの前に腕を動かすことによる、または腕がオフラインのときの認識を助けるた
めに外力を加えることによる）、患者が運動の実行および／または是正の詳細に注意を集
中する必要がないように出力増大を達成すること、完全な運動を想起しかつ／または理解
するのに必要なメモリが少なくてすむように複雑な運動を例示すること、および／または
例えば患者に事前に痛みを感じさせることによって、または患者の筋肉活動およびしたが
って痛みを低減することによって、痛みを克服するのを支援することのうちの１つまたは
それ以上によって達成される。
【０２３３】
　本発明の例示的実施形態では、１つまたはそれ以上の脳機能を物理的操作システムに置
換することによって、リハビリテーションを向上する。本発明の例示的実施形態では、運
動感覚フィードバック解析は、そのようなフィードバックを提供しかつ／または運動の補
正ループを閉じる操作システムによって補助するか、あるいはそれと置換する。代替的に
または追加的に、計画立案のような他の活動がシステムによって提供される。本発明の例
示的実施形態では、運動感覚フィードバックは、オーディオまたはビジュアルフィードバ
ックとして、または触覚フィードバック（例えば手足の振動器パッチの振動）を使用して
提供される。任意選択的に、そのような置換は、リハビリテーションが進展するにつれて
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、かつ／または運動感覚のリハビリテーション計画の一部として、低減される。
【０２３４】
　本発明の一部の実施形態の一連の使用は、測定能力を高めるためのマニピュレータの使
用に関する。本発明の例示的実施形態では、マニピュレータによる反復運動または選択的
に異なる運動を使用して、より良く脳の活性化を検出し、かつ／または様々な脳活動源を
分離する。
【０２３５】
　本発明の例示的実施形態では、特定の反復運動を使用して、例えば比較のため、または
治療についての決定のため、皮質信号を画定する。本発明の例示的実施形態では、反復マ
ニピュレータを使用するという事実が、多数回の試行にわたって記録された脳信号を合成
しかつ平均することを可能にする。任意選択的に、マニピュレータは、信号を時間的に整
列させることができるように、運動をトリガさせるために使用される。任意選択的に、運
動は健常腕および麻痺腕の運動を含む。健常腕の運動は任意選択的にマニピュレータによ
って検出され、上記トリガとして使用される。
【０２３６】
　本発明の例示的実施形態では、複数の運動を実行して、（例えば麻痺性手足に関連付け
られる脳の領域の）最大の中枢活性化に関連する運動を決定する。そのように決定された
運動は、その患者用に個人化されたリハビリテーションの開始点として使用することがで
きる。任意選択的に、最小限の活性化の運動、および中間的な活性化の運動を含め、ある
範囲の様々な運動が選択される。任意選択的に、これは、リハビリテーションで容易な運
動および困難な運動、迅速な改善が予想される運動、および緩徐な改善が予想される運動
を選択的に試みることを可能にする。おそらく、最大信号の運動から始めると、有意の可
塑性がもたらされる。任意選択的に、信号強度の低い運動は、患者の全般的な進展を評価
するために使用される。任意選択的に、信号の弱い運動は、患者の能力およびその欠如の
マップを生成するために使用される。
【０２３７】
　任意選択的に、特定の運動に対し、測定品質を高めるために、電極の配置、構成、およ
び／または信号処理を変化させることができる。
【０２３８】
　本発明の例示的実施形態では、ＢＣＩインタフェースは、反復運動を使用して改善され
る。本発明の例示的実施形態では、多数の繰返しを提供することによって、フィルタリン
グアルゴリズムおよび／または特徴抽出アルゴリズムのより良い最適化を達成することが
できる。本発明の例示的実施形態では、これにより、人工補装具のためにより良いインタ
フェースを定めることが可能になる。本発明の例示的実施形態では、非制御マニピュレー
タを使用することにより、信号検出の小さい変化の運動への影響、およびその逆の影響に
ついて試験を行うことが可能になる。任意選択的に、フィルタリングおよび／または埋込
み電極を改善することにより、検出閾値を低減することができる。任意選択的に、信号処
理業界で公知のコヒーレントなパターンベースの信号処理技術を使用する。任意選択的に
、リハビリテーションセッションで、同時におそらくより最適なＢＣＩパラメータを決定
しながら、例えば患者の装置を使用する訓練に役立つように人工装具の調節が実行される
。
【０２３９】
　本発明の例示的実施形態では、運動の訓練に提供される（例えば１ヶ月未満および任意
選択的に１週間未満または１日未満、または１時間未満の１回または少数回のセッション
中の）反復回数は、１０回から１０００回以上の間で変動し、任意選択的に３０回を超え
、任意選択的に１００回を超える。
【０２４０】
使用する信号
　様々な皮質信号を使用することができる。本発明の例示的実施形態では、事象関連電位
を使用する。初期波は、ＰＳＷ陽性徐波電位（それは刺激の評価を表わすようである。つ
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まり（「音が聞こえる；それは何の音？」））、およびＮＳＷ陰性徐波電位（それは定位
反応つまり次に何をなすべきかを決定する過程を表わすようである。つまり（「あの音は
私の左手を動かすことを意味する」）を含む。任意選択的に、Ｓ１の後に受け取る反応が
「明瞭」であるときには、初期波は使用せず、むしろ後期波、例えばＣＮＶ（それはＰＳ
ＷおよびＮＳＷの後で起きる運動応答準備を表わす）（つまり（「Ｓ２が現われたら私の
左手を動かそう」）を使用する。脳の様々な部分、つまりＰＳＷ（頭頂部）、ＮＳＷ（前
頭部）、およびＣＮＶ（中央部）に集中することに注目されたい。図２の記録はＣ３およ
びＣ４（Ｃ３は脳の左中央領域、Ｃ４は脳の右中央領域）のものであり、そこでＣＮＶは
非常に顕著である。しかし、事象関連および非事象関連信号のどの部分でも、かつ／また
は複数の部分を使用することができる。アルファおよび／または他のリズムの場合と同様
に、例えば注意関連信号を使用することができる。
【０２４１】
　１つの実施例では、ＢＰを使用する。ＢＰは、性質がＣＮＶと同様の生理学的応答を表
わす（運動応答を実行する準備としての脳の活性化）。しかし、ＢＰの場合、刺激の性質
および意味の処理に関連するニューラル処理／検査は無い。したがって、ＢＰは一般的に
主として皮質の運動野の活性化に関与する一方、ＣＮＶは前頭および中央皮質など、脳の
他の部位の活性化に関与する。
【０２４２】
　本発明の例示的実施形態では、ＣＮＶは特に、装置６００がリハビリテーションエクサ
サイズの次のステップがもうすぐ始まることを患者に知らせようと、患者に運動ループの
様々な段階を示すために音声刺激を提供するときに、使用される。これは、予め計画され
たエクササイズと同期して運動を実行するように患者を引き込むのに役立つかもしれない
。これは、ＣＮＶを含むＳ１Ｓ２型のパラダイムと同様である。
【０２４３】
　上述の通り、信号は任意選択的に複合（スカラ）信号である。しかし、グリッドアレイ
または他の多値構造、例えばベクトルを、測定かつ／または訓練される信号として使用す
ることができる。任意選択的に、正確なグリッド位置および関連値が求められ、かつ／ま
たは取得される。代替的にまたは追加的に、関連パターン、例えば１運動野のより大きい
活性化がリハビリテーションの目標である。任意選択的に、グリッド領域標的の選択を使
用して、脳活動のシフトを助けることができる。例えばその「自然」位置より１ｃｍ離れ
た運動前野の活動を患者に選ばせることを使用して運動前野をシフトさせることができ、
解放された領域を別の目的に使用することが可能になる。別の実施例では、活性化領域の
制御を使用して、引き継ぐことが望ましくない機能、例えば患者が訓練しておらず引き継
いだ場合逆行するおそれのある機能による脳領域の引継ぎを意図的に抑制する。任意選択
的に、活性化領域の移動は、既存の活動、例えば幻肢に関連付けられる活動を意図的に「
消去」するために使用される。
【０２４４】
　本発明の例示的実施形態では、望ましい活性化領域は、例えば損傷したことまたは損傷
していないことが分かっている領域に基づいて、かつ／または患者の脳の再構築のための
計画に基づいて、治療身体検査（ｔｒｅａｔｉｎｇ　ｐｈｙｓｉｃａｌ）によって決定さ
れる。任意選択的に、計画は、運動および／または他のタイプの可塑性を示す患者の能力
を評価しながら変更される。
【０２４５】
　任意選択的に、間違ったかつ／または望ましくない活性化に対しては、響きの悪い音に
よって、かつ／または運動を妨げることによって「報いる」。任意選択的に、活性化の非
所望度または所望度に応じた程度の運動抵抗および／または運動支援で、連続フィードバ
ックを提供する。任意選択的に、活性化の様々な段階（例えばＢＰ、ＰＭＰ）を別個に取
り込む。
【０２４６】
システム６００の詳細な使用例
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　以下の節では、本発明の例示的実施形態に係るリハビリテーション用のシステム６００
の認知測定に関連する例示的使用について記載する。より詳細かつ明確な実施例を最初に
記載する。これらは単なる例であって、記載する全ての詳細を発明の全ての実施形態に提
供する必要はないことを理解されたい。
【０２４７】
例示的記録セットアップ
　図６Ｂは、左腕の運動に関連するＭＡＣおよび予想される信号（右脳半球における深い
ＢＰおよび高いＭＰ）を監視するための記録構成案を示す。（これまでの図とは異なり）
陰性波が上向きであることに注目されたい。
【０２４８】
両側皮質活性化の計算例
　この例示的エクササイズは、同一組の両側性相同筋が運動経路に沿って同様に進展しな
がら活性化されるように、鏡像のように腕（麻痺側および健常側性）の同期した両側性運
動を特徴とする。場合によっては、これらの要件は多少緩和される。しかし、一般的に、
例えば運動計画および／またはフィードバック解析が患者にとって伝達し易くなるように
、実際に運動を行う筋肉が整合することが望ましい。
【０２４９】
　各サイクル（運動ループ）中、およびｓＥＭＧ設備によって監視される末梢筋の各々に
対して、（例えば４筋ｓＥＭＧ構成の）システム６００は、（ａ）示した特定の数字は実
施例として意図されているにすぎず、（ｂ）下述する行為の一部は省き、かつ／または順
序を変更し、かつ／または他の行為と置き換えることができるという注意付きで、以下の
方法論／処理段階（図７のフローチャート７００としても示される）を実行／表示する。
１．各運動ループの各開始後に、運動ループのｔ０同期キューとして働く特殊オーディオ
ビジュアル刺激を表示する。ｔ０で全てのデータがリフレッシュされ、内部クロックがカ
ウントを開始する（７０２）。
２．自己リフレッシュ時間系列の、任意選択的に事前フィルタリングされかつ／または（
例えば適切な移動平均法を用いて）平滑化された緩徐皮質データ（任意選択的に電極Ｃ３
およびＣ４から記録される）を、Ｘ１＝５００ミリ秒にわたって連続的に記録する（Ｘ１
変数は任意選択的に実験調整に従って変更される）。このデータは、ＢＰの後期部分（Ｂ
Ｐ２）および筋肉活性化の開始（ＭＰ）をカバーできる長さを有する（図１）。ＢＰ２と
ＭＰとの間の各ＭＡＣの一連のデータは、のシーケンスは一般的に、ＢＰ２の終わりの最
大負値から、筋肉が収縮を開始した後の最大正値への突然のシフトを示す。本発明の例示
的実施形態では、この変化はＭＡＣ信号で一般的に容易に見分けられるため、それを検出
および数量化の目的に使用する。これは、特にＢＰおよびＣＮＶの陰性度に関してＭＡＣ
の実際の形状に関心があるＭＡＣの従来の実験的手法に代替または追加することができる
。信号対雑音比を改善するために、雑音が除去され、より明瞭な平均化信号がプロセスか
ら生じるように、反復される同様の信号／試行に対する加算および／または平均化プロセ
スが使用される。この実施形態（遷移検出）では、信頼できるデータを１回（または少数
回）の試行から任意選択的に抽出し、ＢＰ２－ＭＰ遷移シフトはおそらく、１回の試行の
１回の筋肉収縮ごとに数量化／バイオフィードバックステップを実行する手段を提供する
（７０４）。
３．健常側のｓＥＭＧの開始をトリガ（ＴＭ）として識別する（７０６）。
４．ＴＭの時間（ｔ１）を内部クロックに記憶する（７０８）。
５．収縮までの遅延（Ｄ＝ｔ１－ｔ０）を算出し、（任意選択的に前ループおよび／また
は下述する「個人的シグネチャ」から提供される）予想値と比較する。（時間および空間
的に）固定された運動に順次関与する主動筋／拮抗筋の各々は一般的に、それ自体の特徴
的な収縮時間を有する。各運動ループにおける一連のＤは任意選択的に、運動全体の同期
制御の手段として役立つ（７１０）。
６．（各筋肉について）ＴＭを監視し、連続的に記録された自己リフレッシュ時間系列デ
ータアレイに存在するデータから微分値を算出する（行為２を参照）。ＴＭの２５０ミリ
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秒前からＴＭの２５０ミリ秒後までの期間に対する離散微分値（ＤＩＦＦ　ＴＭ）を記憶
する。ここで、大幅に陰性の後期ＢＰ２段階と大幅に陽性の初期ＭＰ段階との間の著しい
振れは、ＭＡＣのこの段階にスパイク状のピーク形状を持つ一連の微分値をもたらす（７
２０）。
７．ＤＩＦＦ　ＴＭの最大値（ＤＩＦＦ　ＴＭ　Ｍａｘ）を確立する。この事象は一般的
に、筋肉収縮の開始ｔ１の直後に起こるはずである（７１６）。
８．ＤｌＦＦ　ＴＭ　Ｍａｘの時間（ｔ２）を算出して記憶する（７１８）。
９．ｔ２－ｔ１＝ＳＹＮＣを算出する。０未満および５０ミリ秒を超えるＳＹＮＣの値は
おそらく誤りであり、皮質活性化と運動と運動実行との間の同期不良を示しているかもし
れず、あるいはアーチファクトがあるかもしれない。ＳＹＮＣは任意選択的に、自己試験
パラメータとして使用される（７１２）。
１０．ＤＩＦＦ　ＴＭ　Ｍａｘより２００ミリ秒前および２００ミリ秒後の４００ミリ秒
の値を積分（平均）し（Ｉｍａｘ）、各筋肉に対し両側的にこのデータビットを記憶する
。積分される微分データの窓は、上（前）の半生データ、ＢＰ２中の最大負点、または下
（後）のデータ、ＭＰ中の最大正点の影響を回避するために、前の段階の５００ミリ秒か
ら４００ミリ秒まで任意選択的にトリミングされる（７１４）。
１１．上腕の相同筋の各部分に対しＩｍａｘ麻痺側／Ｉｍａｘ健常側＊１００＝％ＨＣＡ
（相同皮質活性化の％）を算出する。％ＨＣＡは任意選択的に、健常側の制御に対する麻
痺側の反対側の活性度の瞬時値を提供する（７２２）。
１２．％ＨＣＡは、各筋肉の各収縮の終了時に患者へのオーディオフィードバックとして
送出される、適切な１～１００（任意スケール）可変ピッチ音に変換される。正確なオン
ラインバイオフィードバックを提供することは重要であり得るため、誤ったバイオフィー
ドバックの表示を防止する「安全弁」が任意選択的に提供される。オーディオバイオフィ
ードバック結果が表示され、％ＨＣＡは、ＳＹＮＣが＜０、および＞５０であり、かつＤ
が個人的シグネチャから予想される通りである場合にのみ、その後の事後処理のために記
憶される。本節に記載する一連のオーディオディスプレイ（各筋肉収縮後に１回ずつ）は
、運動ループに沿った連続オーディオバイオフィードバックの形を表わす。この特徴は、
経路に沿って特に困難なストレッチをユーザが識別することを可能にする。ループ中ずっ
と連続系列の高ピッチ音が聞こえる場合、ユーザは、その特定の運動を今学習しているこ
とを理解することができる。他のオーディオフィードバックを代わりに使用することもで
きる。任意選択的に、例えば聴覚障害のある患者の場合にオーディオフィードバックを補
完するために、視覚的または触覚的なフィードバックが使用される（７２４）。
１３．各装置の動作サイクルの完了後に、ループ中の全ての筋肉の％ＨＣＡの平均値（Ｃ
ＹＣＬＥ　％ＨＣＡ）を算出する。各ループのＣＹＣＬＥ　％ＨＣＡを記憶し、サイクル
全体の音声フィードバックを表わす長めの１～１００可変ピッチ音を鳴らす（７３０）。
このようにして、ユーザにオンライン連続フィードバック、各サイクルの終了時のフィー
ドバック、および／または一連のサイクルの終了時およびリハビリテーションセッション
の終了時の評価フィードバック値を提供することができる。ＨＣＡは任意選択的に評価手
段として使用される（７２８）。
【０２５０】
　本発明の例示的実施形態では、対をなす筋肉をより良く比較するように、短い窓（例え
ば２００ミリ秒）を使用する。窓が長くなるにつれて、相違は区別し難くなる。実際の遅
延は、例えば患者および／または以前の記録に基づいて変更することができる。
【０２５１】
　本発明の例示的実施形態では、様々な閾値が品質指標として定義される。閾値が満たさ
れない（例えば測定値で）場合には、潜在的に品質の問題を潜在的に免れないため、記録
は任意選択的に破棄される。
【０２５２】
単側性皮質活性化の計算例
　この例示的エクササイズは片方の麻痺腕による作業に関与する。この実施形態では、方
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法論／処理は前に（両側性活性化について）述べたものと同様であるが、任意選択的に結
果は、以前に健常な反対側の腕で完了したものと比較される。
【０２５３】
　患者が彼自身の筋肉の強さでエクササイズループを実行することができない場合、シス
テム６００が作動し、その力を（完全に、または単に部分的に）被験者によって生じる力
に付加して腕を動かすことができる。この場合のトリガスケジュールは任意選択的に、事
前にプログラムされ以前の試行における健常腕での患者のシグネチャから算出された時間
キューを使用して、システム６００によって提供される。例えば、健常腕の様々な筋肉運
動のタイミングを記憶し、次いで麻痺腕に対して、腕の一般的緩徐状態に整合するように
任意選択的に減速して、使用することができる。減速は任意選択的に、麻痺腕の短い運動
シーケンスを測定し、このシーケンスを健常腕の記憶値と比較することによって決定され
る。
【０２５４】
　以下はエクササイズの１例であり、再び、数字および／または行為は単なる例示にすぎ
ない。
１．各運動ループの開始前に、運動ループのｔ０同期キューとして働く特殊オーディオビ
ジュアル刺激（Ｓ１）を表示する。ｔ０で全てのデータがリフレッシュされ、装置内蔵ク
ロックがカウントを開始する。このタイプのエクササイズの場合、第２の時間キューｔ１
（行為３に記載）を表示することによって、ユーザは、ｔ０後に筋肉を収縮し、運動を開
始するように指示される。
２．自己リフレッシュ時間系列の、任意選択的に事前フィルタリングされかつ／または（
例えば適切な移動平均法を用いて）平滑化された緩徐皮質データ（対側中心ゾーンの電極
Ｃ３またはＣ４から記録される）を、Ｘ１＝５００ミリ秒にわたって連続的に記録する（
Ｘ１変数は任意選択的に実験調整に従って変更される）。
３．特定の筋肉の収縮を時間（ｔ１）に関連させる。（この時間は、健常腕に対して以前
に算出されている）。この段階で、システム６００は収縮の開始を合図する別の時間キュ
ー（Ｓ２）を提供する。
４．連続的に記録された自己リフレッシュ時間系列データアレイに存在するデータから微
分値を算出する（行為２参照）。Ｓ２の２５０ミリ秒前からＳ２の２５０ミリ秒後までの
期間に対する離散微分値（ＤＩＦＦ　Ｓ２）を記憶する。
５．ＤＩＦＦ　Ｓ２の最大値（ＤＩＦＦ　Ｓ２　Ｍａｘ）を確立する。この事象は一般的
に、筋肉収縮の開始ｔ１の直後に起こるはずである。
６．４００ミリ秒（ＤＩＦＦ　Ｓ２　Ｍａｘより２００ミリ秒前および２００ミリ秒後）
の値を積分（平均）し（Ｉｍａｘ）、各筋肉に対しこのデータビットを記憶する。
７．上腕の相同筋の各部分に対しＩｍａｘ麻痺側／Ｉｍａｘ健常側（以前に記録）＊１０
０＝％ＨＣＡ（相同皮質活性化の％）を算出する。
８．％ＨＣＡは、各筋肉の各収縮の終了時に患者へのオーディオフィードバックとして送
出される、適切な１～１００可変ピッチ音に変換される。
９．各装置の動作サイクルの完了後に、ループ中の全ての筋肉の％ＨＣＡの平均値（ＣＹ
ＣＬＥ　％ＨＣＡ）を算出する。
【０２５５】
健常な対側ＢＰからの損傷側皮質の例示的活性化
　本発明の例示的実施形態では、システム６００の動作の別の態様は、皮質の対側部位（
損傷側）を刺激するために、（上述の通り）健常側からＢＰ２‐ＭＰ時間キューを検出し
かつ使用することである。刺激は、例えば従来のＥＭ皮質刺激に使用されるものと同様の
電磁コイルで行うことができる。代替的にまたは追加的に、麻痺肢を動かすために、シス
テム６００を使用して刺激を提供する。
【０２５６】
　この実施形態は、上述したように双手ミラー状タイプの運動を実行しながら、対側健常
側の活性化に基づく１種のＦＥＳ（機能的電気刺激）を例証する。
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【０２５７】
　本発明の例示的実施形態では、望まれることは収縮を誘発することではなく、ＭＰの体
内生成が閾値を超える値を達成して運動を生じるのに有効となるように、単に収縮の閾値
より低い刺激を与えるだけである。この特定の構成は、ユーザが中枢活性化を末梢運動と
関連させ、おそらく可塑性を促すことをも助けることができる。任意選択的に、実際の運
動はマニピュレータ６０４によっても支援され、おそらく脳および／または筋肉の活性化
の閾値はさらに低減される。
【０２５８】
　電磁または電気刺激（例えばＤＣ電流を使用する）に代わってまたは追加して、本発明
の例示的実施形態では、システム６００によって生じる心的イメージまたは他の認知活動
が、活性化の効果、任意選択的にビジュアルディスプレイおよび／または身体的運動の効
果を有する。任意選択的に、システム６００の補助は、筋肉を活性化するというよりむし
ろ閾値を低下させるように働く。任意選択的に、システム６００の補助は、運動の詳細に
ついて計画するため、かつ／または運動が正しいことを確実にすべく実時間フィードバッ
クを実行するために必要な精神統一を低減するように働き、代わりに患者は運動の計画に
集中することができる。逆の使用法で、システム６００が手足を動かすという事実は、患
者が運動を心の中で明瞭に想像することを可能にするため、計画立案段階が容易になり、
より多くの注意を他の段階に向けることが可能になる。
【０２５９】
　１つの実施例では、補助は、システムが患者によって生じる運動の出力を増大させるこ
とによる。別の実施例では、補助は、システムが腕を正しい経路に戻す力を（例えば患者
によって付与されるそのような力の代わりに、またはそれに加えて）付与することによる
。別の実施例では、補助は、適切な心的イメージを形成し、または予想される運動感覚フ
ィードバックを学習するのを助けるように、システムが手足を動かして必要な運動をさせ
ることによる。同様に、そのような補助付き運動によって、患者は、いつ痛みが予想され
るか、または運動のどの部分が最も集中および／または計画を必要とするかを学習するこ
とができる。別の実施例では、システムは、運動のテンポ（例えば速度振幅）のような運
動の１つの次元特性を提供し、患者は運動の別の次元特性、例えば方向を提供し、その逆
もしかりである。別の実施例では、システムは同じ腕または反対側の腕で患者によって実
行された運動を繰り返し、以前の計画行動または実行活動を患者に「単に」繰り返させる
。
【０２６０】
　システムは任意選択的に、そのような予備検査中に、随意運動中にどこにより多くの努
力を払う必要があるかを患者に示すスコアを提供する。代替的にまたは追加的に、上述の
通り、そのようなフィードバックは、例えば注意集中を支援するために、運動中に提供す
ることができる。
【０２６１】
リハビリテーション過程の一部としてＳＣＰを使用する実施例
　緩徐皮質電位（ＳＣＰ）は、特にリハビリテーションで使用するためのシステム６００
の機械的および／または処理モジュールと相互作用ができるパラメータに変換することの
できる、頭皮から記録される別のタイプの電気生理学的信号を表わす。
【０２６２】
　システム６００（または他のリハビリテーションシステム）に組み込まれたＳＣＰ記録
の使用は、運動または筋肉活動の兆候が存在しないリハビリテーションの非常に初期の段
階で特に有用であり得る。この場合、ＳＣＰ信号は、ロボットを動かし、ひいてはそれに
応じて麻痺した手の運動を可能にするために使用することができる。したがって、患者は
意図に関するフィードバックを受け取ることができ、おそらく可塑性プロセスに役立つ。
フィードバックは視覚的に、かつ／またはロボットアフェクタを動かすことによって、提
供することができることに注目されたい。しかし、患者の手足を実際に動かすことが、リ
ハビリテーションまたは運動制御に役立つかもしれない。
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【０２６３】
　ＳＣＰと共にシステム６００を使用することにより、患者は、手足の位置に対する脳の
活性化または抑制の効果を観察することによって、ＳＣＰを制御することを学習すること
ができる。任意選択的に、事前に選択された屈曲／伸展経路がそのような訓練に使用され
る。代替的に、円運動のようなより複雑な運動を使用することができる。本発明の一部の
実施形態では、脳信号は運動を開始しかつ／または停止するために使用される。他の場合
、それらは既存の運動を変更するために使用される。代替的にまたは追加的に、それらは
、脳活動が所望のパターンに合致する限り、運動を続けさせるために使用される。
【０２６４】
　本発明の例示的実施形態では、脳からの信号は頭皮上の電極によって取得され（ＳＣＰ
）、信号および／または信号の振幅に正比例するパラメータを抽出する用に処理される。
このパラメータは次いで、事前に選択された屈曲／伸展経路における様々なレベルの脳の
活性化および／または抑制に応じて、腕の位置を変更するようにマニピュレータ６０４に
指示するために使用される。本発明の例示的実施形態では、リハビリテーションの当初に
は、運動は非常に単純な単方向経路に従い、頭皮で単一の電極から記録された活動を反映
する。図８は、皮質活性化および皮質抑制を生成する被験者から記録された実際のＳＣＰ
を示し、該信号は、本発明の一部の実施形態に従って機械的運動を駆動するために使用す
ることができる。
【０２６５】
　任意選択的に、活性度が大きければ大きいほど、中間点からの屈曲度がより完全になり
、中間点からの伸展度が大きくなる。
【０２６６】
　任意選択的に、後期段階で、患者は頭皮の幾つかの部位をカバーする多電極配置を使用
することができる。次いで、より複雑な運動経路の取込みを促進するために、これらの電
極全部からの複合活動を解析し、かつ処理することができる。
【０２６７】
ミューリズムの例示的実現
　ＳＣＰ信号に代わってまたは加えて、システム６００（または別のリハビリテーション
システム）によって提供されるミューリズム記録は、運動または筋肉活動の兆候が存在し
ないリハビリテーションの非常に初期の段階で、特に有用であるかもしれない。本発明の
例示的実施形態では、ロボットのある運動は、ミュー、ＳＭＲ、および／またはベータリ
ズムのうちの１つまたはそれ以上の学習および操作によってトリガされる。
【０２６８】
　本発明の例示的実施形態では、脳からの信号は、任意選択的に頭皮上のＣ３およびＣ４
の電極によって取得され、記録されたリズムの非同期化の程度に正比例するパラメータを
抽出するために処理される。次いで、このパラメータは、それに応じて腕の位置を変化さ
せるように、リハビリテーション装置の機械的モジュールに指示するために使用される。
【０２６９】
　任意選択的に、ミューリズムの実現は、主としてロボットを純粋に単方向に、末梢構造
（神経および筋肉）にあまり関与することなく動かすために、リハビリテーションの初期
段階で使用される。任意選択的に、脳に対する様々なタイプの制御および／または様々な
運動条件（例えば異なる手足および／または異なる軌道）に対する様々な制御を訓練する
ために、様々な運動が使用される。本書でも記載する通り、マニピュレータ６０４および
／またはＦＥＳ６２２は、皮質活動と同期化された動きの増強（または運動）を達成する
ために使用することができる。
【０２７０】
中枢活性化と運動との連携の実施例
随意運動に関連するＭＡＣ電位の使用
　手短に言うと、ＭＡＣ電位は、運動の計画に関連する初期準備電位つまり「Ｂｅｒｅｉ
ｔｓｃｈａｆｔ」電位を含み、それは運動に先立つ２つの陰性波、つまり左右対称かつ両
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側性である近心前頭皮質および「補足運動野」の活性化に関連するように見える早期の波
と、運動の最大対側にある錐体路の遠心性放電に関する皮質脊髄路の活動に関連する運動
の実行直前の後期陰性波とを含む。運動の開始は、筋肉の収縮の開始と共に始まる強力な
陽性波によって特徴付けられ、筋肉および関節からの最初は中枢フィードバック、後に末
梢フィードバックを反映するさらなる陽性波を含む。これらの陽性波は、頭皮の頂部Ｃｚ
で記録したときに最大になる。
【０２７１】
　本発明の例示的実施形態では、両側性ＭＡＣの記録は、システム６００を監視し、評価
し、かつ／またはそれと同調するために使用される。この手法は任意選択的に両腕（一方
が健常で他方が麻痺）の成績を比較し、運動（筋肉収縮）との連携はこの手法に内在する
。
【０２７２】
ＢＣＩ装置の取込みにおけるＳＣＰ信号の使用
　本発明の例示的実施形態では、ＳＣＰ信号は、ＢＣＩ装置を制御するために訓練される
。そのような信号は、全般的視床皮質および皮質内の活性化／抑制に基づくことができる
。視床皮質および皮質内の活性化が大きければ大きいほど、ＳＣＰ信号の「陰性度」は大
きくなり、視床皮質および皮質内の活性化が小さければ小さいほど、ＳＣＰ信号の「陽性
度」は大きくなる。
【０２７３】
　本発明の例示的実施形態では、ＳＣＰの訓練および制御を使用して、システム６００の
治療用途に神経学的次元を付加する。
【０２７４】
　本発明の例示的実施形態では、マニピュレータ６０４は、ＳＣＰ信号の特性に従って、
かつ／または頭皮の様々な部位に配置された様々な電極から記録された様々なＳＣＰ信号
の特徴の統合に従って動く。この手法は、完全な麻痺がある場合でも、運動の生成を助長
することができる。これは、患者にとって心理的および生理学的に非常に前向きな意味を
持つかもしれない。
【０２７５】
　任意選択的に、システム６００の最終目的は、患者が最初に麻痺部分の運動を開始し、
最終的に完全な運動を回復するために、脳の治癒および可塑性を助長することである。任
意選択的に、これは少なくとも部分的に、ＳＣＰに反映される活性化／抑制に関連する脳
皮質の活性神経ループと、運動を計画し実行しながらもたらされる運動の知識／練習／活
性化とを連携させることによって達成される。
【０２７６】
　任意選択的に、時間的および／または意図的な連携は、次の３つの因子の２つまたはそ
れ以上の間に形成される。
（ａ）ＢＣＩ装置を制御するために（患者によって）操作される皮質活動
（ｂ）システム６００およびその様々なトリガ機能によって生成または監視される受動的
または能動的運動
（ｃ）その特定の運動に関与する運動経路の中枢および末梢細胞で起きる神経学的事象の
正確なシーケンス
【０２７７】
　本発明の例示的実施形態では、神経学的事象のシーケンスはＥＥＧおよび／またはｆＭ
ＲＩを用いて検出され、例えばシステム６００を用いて肯定的なフィードバックを提供す
ることによって、他のリハビリテーション活動に連携される。任意選択的に、肯定的なフ
ィードバックは運動による。代替的にまたは追加的に、肯定的なフィードバックは、正し
い神経経路が活性化されているかどうかを視覚的に提示することによる。任意選択的に、
生成されるべき神経経路は、麻痺肢に関与しない運動のための経路、または一部の運動が
麻痺肢で実行される場合の経路を見ることによって推定される。
【０２７８】
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　任意選択的に、ひとたびＢＣＩが取り込まれると、それは、リハビリテーションセッシ
ョン中ではなく、人工装具を制御するために使用することができる。
【０２７９】
　本発明の例示的実施形態では、運動を正確に何回も反復する能力は、脳の活性化のより
完全な統計を得るために使用される。任意選択的に、反復の使用は、雑音のより優れたフ
ィルタリングおよび／または平均化を可能にする。任意選択的に、これは、ＢＣＩシステ
ムから特定のＳＣＰ（または他の）信号を検出するために、より正確なパターン認識およ
び／または信号処理を可能にする。
【０２８０】
　他の連携方法が本書に記載されており、人工装具を制御するためにも使用することがで
きる。
【０２８１】
ＳＣＰに基づく装置の運動を調整するための残留ｓＥＭＧの使用
　本発明の例示的実施形態では、残留（例えば収縮無しの）ｓＥＭＧを使用して、ＳＣＰ
に基づく運動を調整する。
【０２８２】
　任意選択的に、患者がマニピュレータ６０４を自分のＳＣＰ信号で動かすことを学習し
た後、関連筋肉で検出される残留ｓＥＭＧ末梢信号は、マニピュレータ６０４を動かすた
めに、（例えば関連中枢信号ＳＣＰまたはＭＡＣとの）コトリガ（ｃｏ－ｔｒｉｇｇｅｒ
）として使用され、このようにして患者はおそらく皮質活性化および筋肉パフォーマンス
を統合する。
【０２８３】
ＳＣＰに基づく運動を調整するための主動筋／拮抗筋のｓＥＭＧの判別の使用
　皮質活性化および筋肉パフォーマンスを連携させる別の任意選択的方法は、患者が実行
することを学習しようと試みている運動の特定の特徴を考慮に入れる。
【０２８４】
　この方法で、特定の運動に関与する筋肉の収縮および伸張の程度（例えば各筋肉で記録
されたＲＭＳ　ｓＥＭＧ信号の振幅に反映される）は、ＳＣＰを（患者によって）活性化
または抑制するために、（例えばディスプレイによって）患者に提供されるバイオフィー
ドバック情報として使用される。
【０２８５】
　収縮は、事前に確立された平均ＲＭＳベースラインレベルより上のｓＥＭＧの増加と定
義され、弛緩は、平均ＲＭＳベースラインより下のｓＥＭＧの低下と定義される。
【０２８６】
初期リハビリテーション段階の実現例（完全な不動またはｓＥＭＧ無し）
　この例示的方法論では、麻痺部分から記録すべき運動または残留ｓＥＭＧが得られない
リハビリテーション過程の初期段階で、両側システム６００（例えば２つのマニピュレー
タ６０４付き）の片側に取り付けられた健常腕によって、かつ健常腕で生じる力に従って
、運動を実行しながら、健常腕でｓＥＭＧの記録が行われる。ロボットの他方のマニピュ
レータは麻痺腕に取り付けられ、関連ＳＣＰ信号で正しい活性化または抑制が記録された
ときだけ、対側健常肢と同様の経路となるように動くように（またはその動きを修正する
ように）プログラムされる。
【０２８７】
　以下は、そのような訓練における例示的行為である。全ての行為が不可欠であるわけで
はなく、一部は省き、順序を変更し、パラメータを変更し、かつ／または他の行為に置換
することができる。
１：治療の運動の決定。最初に、理学療法士が、患者の制限についての彼／彼女の専門的
評価に従って、学習すべき運動ループを決定する。任意選択的に、システム６００を使用
して患者の制限を評価する。
２：ｓＥＭＧ期間の運動の決定。その特定の運動に関与する主動および拮抗筋を画定し、
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運動ループにおけるそれらのそれぞれの収縮および弛緩周期を記録し、かつ確立する。ひ
とたび運動が選択されると、これは、例えばシステム６００によって自動的に実行するこ
とができる。
３：単一の（主動）筋の収縮をＳＣＰ活性化に関連付ける。運動ループに関与する主な主
動筋を選び、それが収縮しそうになるたびに（例えば０．５秒前）、運動皮質の対側部位
に配置された電極で同期ＳＣＰ活性化信号（陰性度が大きい）を発生するように患者に要
求する。これは多少練習を要するかもしれない。
４：同期皮質活性化に応答する。ＳＣＰ活性化が達成された場合、麻痺腕を健常腕と一緒
に動かすことによって応答する。他の応答も一緒に、または代わりに使用することができ
る。
５：単一の筋肉の弛緩をＳＣＰ抑制に関連付ける。運動ループに関与する主な主動筋を選
び、それが弛緩しそうになるたびに（例えば０．５秒前）、運動皮質の対側部位に配置さ
れた電極で同期ＳＣＰ抑制信号（陽性度が大きい）を発生するように患者に要求する。
６：同期皮質抑制に応答する。ＳＣＰ抑制が達成された場合、麻痺腕を健常腕と一緒に動
かし、ループを完成することによって応答する。任意選択的に、正しい運動の場合はいつ
も応答を実行しない。
７：主な拮抗筋の弛緩をＳＣＰ活性化に関連付け、拮抗筋収縮をＳＣＰ抑制に関連付ける
。行為３および５が拮抗筋で繰り返される。主動筋の収縮はＳＣＰ活性化により訓練され
るが、拮抗筋の収縮はＳＣＰ抑制により訓練されることに注目されたい。同様に、主動筋
の弛緩はＳＣＰ抑制で訓練され、拮抗筋の弛緩はＳＣＰ活性化で訓練される。
８：拮抗筋を弛緩および収縮しながら、正確な同期皮質活性化および抑制に応答する。こ
れは、拮抗筋で行われること以外は、行為４および６と同様である。ＳＣＰ活性化は拮抗
筋の弛緩前に達成され、ＳＣＰ抑制が拮抗筋の収縮前に達成されたときには、麻痺腕を健
常腕と一緒に動かすことによって応答する。例えば活性化の振幅、タイミング、および／
またはタイプが正しいことを合図するために、様々な応答および／またはフィードバック
を使用することができることに注目されたい。
９：１対の主動筋／拮抗筋の収縮／弛緩をＳＣＰ活性化に関連付ける。ＳＣＰ活性化（陰
性度が大きい）は、運動の第１段階で主動筋の収縮および拮抗筋の弛緩に関連付けられる
ように訓練される。
１０：１対の主動筋／拮抗筋の収縮／弛緩をＳＣＰ抑制に関連付ける。ＳＣＰ抑制（陽性
°が大きい）は、運動の第２段階で主動筋の抑制および拮抗筋の収縮に関連付けられるよ
うに訓練される。
１１：１対の主動筋／拮抗筋を働かせながら、正確な同期皮質活性化および抑制に応答す
る。
１２：行為９ないし１１を２対の主動筋／拮抗筋で繰り返す。これは４つ（またはそれ以
上）の異なる筋肉からのｓＥＭＧの記録を含み、任意選択的に、必ず主動筋／拮抗筋の収
縮／弛緩をＳＣＰ活性化に関連付け、かつ主動筋／拮抗筋の弛緩／収縮をＳＣＰ抑制に関
連付ける。次いで、前述と同様に正確な実施に応答する。最後の行為を図１０に示す。
【０２８８】
　任意選択的に、筋肉対の活性化が連携された後、筋肉のうちの片方を標的とするように
設計された追加のリハビリテーションが実行される。
【０２８９】
　図１１は、本発明の例示的実施形態に係るリハビリテーション過程を活性化する例示的
方法のフローチャート１１００である。本発明の例示的実施形態では、図１１の方法は、
システムによって検出される運動または意図が、患者に顕著なフィードバックを生成する
ように構成される。任意選択的に、検出は、検出されたものが雑音である場合でも、運動
を検出するように歪められる。運動信号の検出に失敗すると、任意選択的に検出方法およ
び／または刺激方法を変更することによって対処する。
【０２９０】
　１１０２で、患者に運動させ、あるいは運動したい気持ちにさせるために、任意選択的
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に刺激が患者に提供される。様々な刺激方法、例えば音声プロンプト、音声指示、ディス
プレイ、神経の刺激、ＣＮＳ刺激、および／または機械的振動を使用することができる。
任意選択的に、刺激は、患者で検出された準備信号に応答して行われる。
【０２９１】
　本発明の例示的実施形態では、提供される刺激は、誘導される心的イメージである。任
意選択的に、イメージング中に、患者の目は閉じられる。任意選択的に、視覚的補助、例
えばグラフィックシーケンス、処理された画像または映像シーケンス、および静止表示の
うちの１つまたはそれ以上が患者に提供される。任意選択的に、処理された画像またはシ
ーケンスは、例えば鏡によって、または患者の手足を区分化し、それらを画像内で動かす
ことによって、運動を示すように処理された患者の画像を含む。任意選択的に、ひとたび
運動が完了すると、運動がイメージと合致したかどうかを見るために、比較が行われる。
任意選択的に、患者によるハビテーションを防止するために、刺激は周期的に変更される
。しかし、任意選択的に、運動をジャンプスタートする場合、そのような比較は、とにか
く、あるいは意図にはほど遠い場合でも、実際に運動を達成することほど重要ではない。
【０２９２】
　代替的にまたは追加的に、刺激は装置６００を使用して手足を動かすことを含む。
【０２９３】
　１１０４で、患者は動こうとし、かつ／または運動または他の行動計画を開始しようと
努めることが期待される。
【０２９４】
　１１０６で、運動のヒントが無いか調べるために、様々な生理学的測定が行われ、例え
ばｓＥＭＧおよび／または実際の運動が測定される。
【０２９５】
　１１０８で、生理学的測定に代わってまたは加えて、神経学的測定が行われる。任意選
択的に、例えば任意選択的に測定領域に関連する様々な信号パラメータを含め、神経学的
測定のベクトルが定義される。
【０２９６】
　１１１０で、運動または運動の意図の何らかの兆候が無いか調べるために、測定値が解
析される。兆候があった場合、運動または他のフィードバックが１１１２で実行される。
任意選択的に、既存の運動は増幅される。
【０２９７】
　１１１４で、刺激パラメータは、例えばハビテーションを防止するため、または様々な
刺激方法および／またはパラメータ値の中から効果のある刺激を求める探索の一環として
、任意選択的に変更される。様々な探索方法が当業界で公知である。刺激の特定の任意選
択的変化は、刺激の振幅の増大である。
【０２９８】
　１１１６で、測定方法および／または信号処理方法は変更される。例えば電極が接続さ
れる領域を変更することができる。
【０２９９】
　少なくとも一部の患者にとって、図１１の方法は、充分に頻繁に繰り返した場合、何ら
かの運動を誘発し、あるいは少なくとも運動する意図の発生の兆候を誘発すると予想され
る。該兆候をさらなるリハビリテーションの出発点とすることができる。
【０３００】
後期リハビリテーション段階の実現例（多少の運動性または残留ｓＥＭＧ）
　多少の残留または実効ｓＥＭＧさえ利用可能であるリハビリテーション過程の後期段階
で、ｓＥＭＧの記録が任意選択的に麻痺腕で実行され、ＳＣＰ測定は通常通り、運動皮質
の中心部または対側部位で記録される（ＣｚおよびＣ３またはＣ４）。
【０３０１】
　本発明の例示的実施形態では、運動は、単一のマニピュレータシステム６００に取り付
けられた麻痺腕によって実行される。
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【０３０２】
　任意選択的に、前と同じスケジュール（上述したばかりの行為１ないし１２）に従う。
任意選択的に、以下のうちの１つまたはそれ以上の形で応答が行われる。
＊システム６００は、運動を開始し、ユーザにそれを実行し続けさせることによって、運
動を実行する患者を支援することができる。
＊システム６００は、運動ループへの全体的抵抗を軽減することによって運動を支援する
ことができる。
＊システム６００は、様々な筋肉の収縮を予想された時間にかつ／または運動ループの予
想された部分で増強するように、適切な閾値上ＦＥＳを提供することによって、運動を支
援することができる。
システム６００はオーディオビジュアル応答を提供することができる。
【０３０３】
統合例
　腕の屈曲および伸張は一般的に、二頭筋および三頭筋の同期活動を必要とする。例えば
、二頭筋の収縮／三頭筋の弛緩は屈曲を導く。二頭筋の弛緩／三頭筋の収縮は伸張を導く
。
【０３０４】
　任意選択的に、全腕不全片麻痺を患って右側が冒された患者は、次のリハビリテーショ
ン行為を使用して治療する。
１．Ｃ３（麻痺腕の対側部）またはＣｚ（中央点）で、左の二頭筋の収縮の開始（例えば
ｓＥＭＧ　ＲＭＳの増加によって識別される）の０．５～１秒前に、ＳＣＰ活性化を発生
するように患者に教え、かつ訓練する。患者はバイマニピュレータシステム６００を装着
し、両側性腕屈曲を生じるように試みる。
２．同期皮質活性化に対し、麻痺腕を健常左腕と一緒に屈曲することによって応答する。
３．Ｃ３（麻痺腕の対側部）またはＣｚ（中央点）で、左の二頭筋の弛緩の開始（例えば
ｓＥＭＧ　ＲＭＳの減少によって識別される）の０．５～１秒前に、ＳＣＰ抑制を発生す
るように患者に教え、かつ訓練する。患者はバイマニピュレータシステム６００を装着し
、両側性腕伸張を生じるように試みる。
４．同期皮質抑制に対し、麻痺腕を健常左腕と一緒に伸張することによって応答する。
５．Ｃ３（麻痺腕の対側部）またはＣｚ（中央点）で、左の三頭筋の弛緩の開始（例えば
ｓＥＭＧ　ＲＭＳの減少によって識別される）の０．５～１秒前に、ＳＣＰ活性化を発生
するように患者に教え、かつ訓練する。患者はバイマニピュレータシステム６００を装着
し、両側性腕屈曲を生じるように試みる。
６．同期皮質活性化に対し、麻痺腕を健常左腕と一緒に屈曲することによって応答する。
７．Ｃ３（麻痺腕の対側部）またはＣｚ（中央点）で、左の三頭筋の収縮の開始（例えば
ｓＥＭＧ　ＲＭＳの増加によって識別される）の０．５～１秒前に、ＳＣＰ抑制を発生す
るように患者に教え、かつ訓練する。患者はバイマニピュレータシステム６００を装着し
、両側性腕伸張を生じるように試みる。
８．同期皮質抑制に対し、麻痺腕を健常左腕と一緒に伸張することによって応答する。
９．Ｃ３（麻痺腕の対側部）またはＣｚ（中央点）で、左の三頭筋の関連弛緩を伴う左の
二等筋の収縮の開始（例えば二頭筋のｓＥＭＧ　ＲＭＳの増加および三頭筋のｓＥＭＧ　
ＲＭＳの減少によって検出される）の０．５～１秒前に、ＳＣＰ活性化を発生するように
患者に教え、かつ訓練する。患者はバイマニピュレータシステム６００を装着し、両側性
腕屈曲を生じるように試みる。
１０．同期皮質活性化に対し、麻痺腕を健常左腕と一緒に屈曲することによって応答する
。
１１．Ｃ３（麻痺腕の対側部）またはＣｚ（中央点）で、左の三頭筋の関連収縮を伴う左
の二等筋の弛緩の開始（例えば二頭筋のｓＥＭＧ　ＲＭＳの減少および三頭筋のｓＥＭＧ
　ＲＭＳの増加によって検出される）の０．５～１秒前に、ＳＣＰ抑制を発生するように
患者に教え、かつ訓練する。患者はバイマニピュレータシステム６００を装着し、両側性
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腕伸張を生じるように試みる。
１２．同期皮質抑制に対し、麻痺腕を健常左腕と一緒に伸張することによって応答する。
１３．ひとたび上記訓練が成功裏に達成されると、２対の主動筋／拮抗筋が関与するよう
な、より複雑な運動を取り込むことができる。例えば肩部の屈曲（結果的に角度が減少す
るように関節を曲げること、上向きの上腕を前に移動すること）および肩部の伸張（結果
的に角度が増大するように関節を伸ばすこと、下げた上腕を後に移動すること）を回復す
るように訓練する。肩部の屈曲および伸張は、２対以上の主動筋／拮抗筋の活動を必要と
する。任意選択的に、訓練は、例えば二頭筋／三頭筋および前三角筋／後三角筋配列にお
けるｓＥＭＧを記録しながら続けられる。
【０３０５】
　本発明の例示的実施形態では、運動、関連ＭＡＣ（および／または他の脳信号）、およ
び／または共存するｓＥＭＧのためのパラメータの「個人的シグネチャ」が、健常腕に対
し、かつ場合によっては完全な健常人に対して両側的にさえ、確立される。これらは任意
選択的に、リハビリテーション過程中の麻痺腕のパフォーマンスをそれに照らして比較し
、かつ／または定性的にかつ／または定量的に評価するための標準として使用される。本
発明の例示的実施形態では、患者は、患者のシグネチャと合致する運動、または「エキス
パート」（例えば太極拳熟達者またはダンサ）のそれと合致する運動ができるようにリハ
ビリテーションを行う。
【０３０６】
脳コンピュータインタフェース（ＢＣＩ）の実施形態
　脳の正常な神経筋出力チャネルの代わりとして、ＢＣＩは、フィードバックおよびその
フィードバックに基づく脳活動の順応に依存する。したがって、ＢＣＩシステムはフィー
ドバックを提供しなければならず、かつ脳がそのフィードバックに対して行う順応と生産
的に相互作用しなければならない。本発明の一部の実施形態に係るＢＣＩ装置では、フィ
ードバックは、ロボットの動きおよびコンピュータスクリーン上の視覚的／音響的フィー
ドバックによって与えられる。
【０３０７】
卒中患者の皮質再構築を向上するためのＳＣＰロボット
　ＳＣＰ方法の１つの適用法は、それを卒中患者における直接治療誘発皮質再構築のため
に使用することである。ＳＣＰ制御を介してロボットの動きを実行することによって、Ｓ
ＣＰに基づくＢＣＩ方法を使用して、運動能力とは独立して、皮質再構築を直接向上させ
ることができる。
【０３０８】
　本発明の例示的実施形態では、患者は、神経フィードバックおよび道具的学習手順を使
用して（任意選択的に冒された手足でロボットアームを動かすことに成功するなどの補強
を受けて）、中心前緩徐電位の側方の差異を修正するように訓練する。左右の中心前脳活
動の間の差異のフィードバックが提供され、弁別刺激により脳活動に要求される変化が生
じた場合、例えば損傷領域の振幅の陰性が対側非損傷領域で発生する陰性より高い場合、
患者は任意選択的に強化される。
【０３０９】
　本発明の例示的実施形態では、脳の活動の変化は、可塑性の尺度として使用される。例
えば、障害領域でより高い皮質活動を達成した患者は、脳活動が増大した脳半球の対側に
ある手（ロボットに取り付けられた冒された手）で、より効率的な（例えば迅速で、正確
で、優先的な）応答を示す。
【０３１０】
　脳活動の記録は任意選択的に、単一電極により、またはＥＥＧキャップを介して頭皮に
取り付けられる高密度電極により、実行される。例えば左脳半球に病変がある（右手が冒
される）場合、２つの脳半球の間の興奮性を正常な状態に均衡させることを目標とし、確
立し、かつ／または維持することができるように、患者は、無傷の右脳半球および／また
は特に非損傷部位に比較して、この脳半球で、かつ／または（例えばＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥ
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Ｔ、ＴＭＳ、ＨＥＧ、ｆＭＲＩ、血流測定用の経頭蓋超音波、脳磁図ＭＥＧ、またはいず
れかの他の脳撮像技術を使用して、分かっている場合には）特に病変部位で、脳活動を高
めるように要求される。任意選択的に、運動結果の測定（例えばシステム６００によるア
ンケートおよび測定）に加えて、（治療前に）正確な損傷部位を決定するだけでなく、治
療中および治療後に皮質再構築の変化をも決定することのできる脳撮像技術、例えば数週
間の治療中毎週１回のｆＭＲＩスキャンが、例えば皮質再構築の経時的な治療依存変化を
決定するために使用される。
【０３１１】
　本発明の例示的実施形態では、損傷した領域の縁部を検出して、エクササイズおよび／
または活性化を選択的にこの縁部の再活性化に集中することができるように、脳撮像技術
が使用される。損傷した領域の縁部はおそらく、その興奮が不安定になることによって識
別される。
【０３１２】
　本発明の例示的実施形態では、脳の再構築は撮像技術を使用せずに評価され、あるいは
そのような測定を裏付けるために使用される。本発明の例示的実施形態では、皮質再構築
は脳活動の変化から評価される。例えば患者が治療中にシステム６００により損傷した皮
質領域で活動のレベルを増加することができる場合（例えばより高い振幅）、かつこの活
性化が冒された手の運動改善に相関する場合、任意選択的に、幾つかの基礎をなす皮質神
経回路網が以前より活発になったと推定され、それは脳の再構築および／または他の改善
を暗示する。別の実施例では、患者が非損傷脳半球の脳活動を増大し、この活性化が冒さ
れた手の運動機能の改善に相関する場合、任意選択的に、非損傷脳半球の運動皮質領域が
、手の動きを制御していると推定され、それは脳の再構築を暗示する。
【０３１３】
　本発明の例示的実施形態では、脳撮像技術はリハビリテーションの様々な段階で、例え
ばその開始時に、段階が完了し目標が達成されたとき、および／または定期的に、適用さ
れる。任意選択的に、リハビリテーションはｆＭＲＩのような脳の画像を使用して実行さ
れる。任意選択的に、撮像は全ての反復に対して使用されるのではなく、一部に対しての
み、例えばエクササイズ（頭蓋内）が実行されていることを記録するために使用される。
【０３１４】
　本発明の例示的実施形態では、高コスト撮像技術（高解像度ＥＥＧを含む）は、ＥＥＧ
のような低コスト技術を解釈するためにそのような高コスト技術を使用することによって
、費用効率が良くなる。本発明の例示的実施形態では、患者に特定の（追跡するのに）望
ましい脳活動を生成させる較正セッションを実行し、高コスト技術および低コスト技術を
両方とも使用して、この活動を撮像する。これに関連して、コストとは、患者に負担がか
かる技術（例えば放射線撮像）、またはリハビリテーション過程にかかる負担（患者に静
止し続けるように要求する）など、どんなコストをも意味する。１つの標的活動は低コス
ト方法に基づいて認識することができ、この低コスト方法は、リハビリテーション中にフ
ィードバックのために使用することができる。任意選択的に、較正は、低コスト方法が高
コスト方法と実際に相関関係を持つことを確実にするために、充分に長くかつ／または繰
返し実行される。任意選択的に、較正セッションは相関度を評価するために使用され、そ
れは例えばリハビリテーション中に、どの手段を信頼するか、かつ／またはどの重み関数
を使用するかを決定するのに役立つかもしれない。
【０３１５】
卒中患者の皮質再構築を向上するためのミューリズムロボット
　本発明の例示的実施形態では、一連のエクササイズで、患者は様々な方向および面内で
ロボットの運動を実行するように要求され、ＥＥＧ電極またはＥＥＧキャップを使用して
、これらの運動の実行に従って運動野のミューリズム活動を測定する。これらのエクササ
イズの第２段階で、患者は、実行した運動を想像して、マニピュレータ６０４を所望の方
向に動かすように試みることを要求される。感覚（想像力）チャネルおよび運動チャネル
（ロボットの動き）の組合せはおそらく、運動の実行に関与する神経回路網を正確に制御
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し、おそらく直接文脈依存神経活動を達成することを患者に教えることを可能にする。
【０３１６】
特定の運動／運動の意図の皮質「指紋」
　本発明の例示的実施形態では、患者は、右手または左手の運動のような異なる簡単な運
動動作を想像することに関連するＥＥＧパターンを区別する（例えば選択的に発生させる
）ことを訓練する。運動を想像している間に、特定の運動に対する特定の皮質活動パター
ン（「皮質指紋」）が、例えば手を左側（または後方もしくは上方等）に動かすことによ
って記録される指紋と比較して、手を前に押し出す運動に対する指紋が識別される。本発
明の例示的実施形態では、一連の試行で毎回、患者は幾つかの行動（例えば右手または左
手の運動、前後、左右、斜め、上下の運動）の１つを想像しながら、信号の特徴を導出す
るために感覚運動皮質（または他の記録部位）の電極からのＥＥＧを周波数および／また
は成分解析（または他の解析方法）に提供する。想像される各行動に対し、任意選択的に
ｎ次元の特徴ベクトルを画定する。任意選択的にこれらのベクトルを使用して、患者がど
の活動を想像しているかをＥＥＧから決定する患者に特定的な分類子（ｃｌａｓｓｉｆｉ
ｅｒ）を確立する。任意選択的に、各患者に対し、特定の皮質活性化を特定の運動に対応
させる「皮質指紋運動関連辞書」を生成する。任意選択的に、運動は心の中でだけ実行さ
れる。代替的にまたは追加的に、想像した運動と実際の運動との間の比較を記憶する。任
意選択的に、患者は、麻痺性事象の前に、例えば定期的な検査の一環として、または危険
が特定されたときに、そのようなパターンを記憶する。
【０３１７】
　その後のセッションで、システムは分類子（つまり「辞書」）を使用して、患者の運動
イメージを連続出力（例えばロボットアームを所望の方向に動かすこと）、および／また
は離散出力（例えばロボットの運動を開始すること）に変換することができる。この出力
は、例えば、ｉ）患者の手を通して感覚フィードバックとして、かつ／またはｉｉ）コン
ピュータスクリーン上のオンラインビジュアル／音声フィードバックを通して、患者に提
示することができる。
【０３１８】
　このパラダイムの別の変形例では、患者は彼の冒されていない手、および／またはシス
テム６００に接続された冒された手を実際に動かし、マニピュレータ６０４はセッション
中に患者の手を動かす。これらの運動中に、１組の１つまたはそれ以上の高密度電極アレ
イを使用して、脳活動を記録することができる。想像による運動中および実際の運動中の
脳活動の相関関係を見出すために、この活動は、想像による運動中に記録された活動と比
較される。運動のこれらの「皮質指紋」は次いで任意選択的に、患者の意図を「推測」し
、かつ所望の運動を実行するために使用される。
【０３１９】
用量
　本発明の例示的実施形態では、皮質効果は、リハビリテーションの必要な用量を画定す
るため、かつ／または請求額を管理するために使用される。本発明の例示的実施形態では
、（例えば実際のエクササイズ時間または皮質活動によって測定される）ユーザによる活
動の量と、治療効果および／またはリハビリテーション条件との間で照合が行われる。１
つの実施例では、１日に２０「活動分」が、中程度の重症度の運動前野の１つの損傷に対
する用量である。任意選択的に、可能な用量の範囲、例えば充分な効果の無い低用量、お
よびおそらく代償過剰または過度の疲労を生じる高用量を画定することができる。任意選
択的に、用量は患者の全体的な能力および／またはリハビリテーション問題点の総数に依
存する相対用量である。任意選択的に、装置６００は、実際の用量および／またはその効
果を追跡するために使用される。任意選択的に、装置６００は、治療を必要とする各領域
（または問題点）に適用される実際の用量を見分けることができる。
【０３２０】
　任意選択的に、用量は身体的労作、精神的労作、および／または注意集中／関与のうち
の１つまたはそれ以上の関数として定義される。
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【０３２１】
　任意選択的に、用量はパワー、力、またはエネルギのうちの１つまたはそれ以上の単位
で測定される。
【０３２２】
　本発明の例示的実施形態では、装置６００は、既知の量の用量を適用し、かつ／または
ひとたび特定の用量に達すると、エクササイズスケジュールの変更を決定し、かつ／また
は過剰用量を防止するように設計される
【０３２３】
　場合によっては、用量は、リハビリテーションから利益を達成するために必要な最小レ
ベルを画定するために使用される。例えば最小労作レベルまたは最小関与レベルが必要に
なるかもしれない。
【０３２４】
　本発明の例示的実施形態では、装置６００は、そのような最小限の注意集中／労作レベ
ルを確保するために使用される。
【０３２５】
　本発明の例示的実施形態では、注意集中は、指示に対するコンプライアンスおよび／ま
たは応答時間の変化を測定することによって測定される。前の活動に基づく期待応答時間
がある場合、絶対応答時間が有利であるかもしれない。
【０３２６】
　本願は身体活動に重点をおいているが、本書に記載する方法は、用量の使用を含めて、
認知および知覚のリハビリテーションにも使用することができる。本発明の例示的実施形
態では、認知および／または知覚活動は直接検出される。任意選択的に、患者は、認知ま
たは知覚活動を示すために身体活動を行うように要求される。任意選択的に、脳の運動信
号の効果は無視され、かつ／または応答を提供する意思決定に関連する脳活動を探索する
ためのトリガとして使用される。
【０３２７】
心理状態
　本発明の例示的実施形態では、心理状態の毎日の評価がリハビリテーションの一環とし
て実行される。本発明の例示的実施形態では、脳の画像、血液検査、および／またはＥＥ
Ｇ測定を使用して、患者の瞬時の心理状態、例えば抑うつまたは不安を評価する。任意選
択的に、患者のモチベーション状態に応じて、追加のモチベーションをもたらすことがで
き、かつ／または成績の低下を予想することができる。このタイプの抑うつは気分に関係
しており、１時間ごとにあるいは毎日変化し得るものであって、長期疾病である臨床的抑
うつには関係がないことに注意すべきである。
【０３２８】
　本発明の例示的実施形態では、認知リハビリテーションの進展は、問題解決または他の
認知試験のような他の手段を使用して評価される。任意選択的に、認知の進展は予測され
る身体的リハビリテーションの進捗を較正するために使用される。例えば同様のエクササ
イズプロトコルでは、同様の損傷を持つ領域に対して、同一改善率が期待されると想定す
る。任意選択的に、改善テンプレートは、１つまたはそれ以上の機能の改善に基づいて患
者に合わせて調整され、他の機能の期待される改善を推定するために使用される。任意選
択的に、テンプレートは、様々な損傷度および／またはリハビリテーションのアクセス可
能度の領域に対して期待される改善率の間の対応付けを含む。任意選択的に、テンプレー
トは実際のリハビリテーション努力に従って調整される。
【０３２９】
　本発明の例示的実施形態では、所望の皮質脳活動を促進し、かつ／またはその検出を妨
害する雑音を低減する設定、阻害する環境キュー、および／またはエクササイズを決定す
るために、ＥＥＧ測定を使用する。
【０３３０】
　本発明の例示的実施形態では、環境キューは、色、画像、言語、または特定のタイプの
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感情的反応を人々に引き起こすことが立証されている他の手段のうちの１つまたはそれ以
上から選択される。
【０３３１】
　任意選択的に、療法士および／または装置６００は、任意選択的に所望の効果を持つよ
うにタイミングを図った、やる気を起こさせる話し、動画、および肯定的なフィードバッ
クのような、他のやる気を起こさせる手段を提供する。
【０３３２】
　本発明の例示的実施形態では、装置６００は、身体的リハビリテーション、脳刺激、感
情制御、および指示のうちの２つ以上を同時に制御する。任意選択的に、リハビリテーシ
ョン計画は、制御されるパラメータを考慮に入れるように最適化される。
【０３３３】
運動タイプ
　図示するように装置６００で、制御される運動は一般的に、単一点、例えばマニピュレ
ータの先端の運動である。先端用の様々なアタッチメントを提供することにより、先端を
、例えば骨、関節、または身体の異なる部分に接続することができる。アタッチメントは
例えばストラップを使用して不動とすることができ、あるいは患者の強力または行動に依
存して、例えばハンドルまたは支持体とすることができる。例えば手、腕、肘、膝、足首
、および／または肩用の特定のアタッチメント装置を設けることができる。さらに、下述
するように、同一または異なる進退部分の身体の様々なポイントに装着するために、複数
の先端（任意選択的に個々のマニピュレータ付き）を設けることができる。
【０３３４】
　リハビリテーションを提供するときに、様々なタイプの運動、例えば以下のうちの１つ
またはそれ以上を支援することができる。
ａ）受動運動。先端が（装置６００によって）動かされ、患者はそれと共に動く。
ｂ）抵抗運動。患者が先端を動かし、抵抗を受ける。抵抗は様々な大きさとすることがで
き、全ての方向に均一とするか、あるいは方向性を持たせることができる。
ｃ）補助運動。患者が先端を動かすときに、マニピュレータに関する肯定的なフィードバ
ックは、患者によって動かされる方向の運動の力を増大させる。
ｄ）力場運動。患者は先端を動かす。特定の軌道に沿って、あるレベルの抵抗を受ける（
または受けない）。軌道からの逸脱は許されず、あるいは抵抗に遭う。「正しい」軌道に
沿った運動は、抵抗無しに行うことができ、あるいはおそらく補助される。軌道の周囲の
ボリュームでは、任意選択的に抵抗の増大が示される。任意選択的に、周囲のボリューム
では、ずっと大きい抵抗が示される。外部ボリュームでは運動の阻止が行われることがあ
る。本発明の例示的実施形態では、軌道上に無いときには、軌道方向を指す矯正力ベクト
ルが加えられる。任意選択的に、矯正力の代わりに、軌道からの距離の関数として抵抗が
変動し、したがって、先端の運動が自然に軌道に戻される。任意選択的に、経路の方向に
力が加えられる。代替的に、力は単方向の抵抗とすることができる。
　このタイプの運動は、患者が所望の運動を訓練するのを助けるために使用することがで
きる。
ｅ）鏡面反射的運動（Ｍｉｒｒｏｒｅｄ　Ｍｏｔｉｏｎ）。下述するように例えば二肢の
リハビリテーションの場合、先端の運動は、異なる要素の運動の軌道を鏡面反射させる必
要がある。
ｆ）自由運動。患者は、おそらくフィードバックを受けながら、先端を自分の希望するよ
うに動かす。患者（または療法士または介護者）が先端を動かすときに、装置６００は、
将来の再生のために、それを記録することができる。再生モードで、事前に記録された運
動（または経路）は任意選択的に、他のモードを使用して再構成される。任意選択的に、
記録された経路は、例えば自動的または手動的に変更される（例えば平滑化または他の方
法で編集される）。
ｇ）一般力場。特定の軌道に関係しない力場および／または補助場（ａｓｓｉｓｔａｎｃ
ｅ　ｆｉｅｌｄ）が画定される。例えばある範囲の軌道をユーザに練習させることができ
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、あるいは現実または仮想の状況（例えば水中、障害物のある領域）をシミュレーション
することができる。
ｈ）局所的力場。小さい局所にのみ、かつ／または１次元または２次元でのみ適用される
力場。
ｉ）制限運動。被験者の身体の１つまたはそれ以上のポイントを支持し、あるいは動くの
を防止する。任意選択的に、そのようなポイントと患者の運動点との間の角度が測定され
る。１例では、肘を専用ハーネスで固定し、肩の動きだけを可能にする。一部の実施形態
では、制限は部分的であり、かつ／または可動要素（例えばマニピュレータ）によって提
供される。
ｊ）初期運動。患者は運動（例えば１ｃｍの運動または１００グラムの力）を開始し、装
置６００は空間における運動を完了し、または患者が空間における運動を完了するのを支
援する。完了は軌道全体または軌道の一部分の完了とすることができる。
ｋ）暗黙の運動（Ｉｍｐｌｉｅｄ　Ｍｏｔｉｏｎ）。装置６００は運動を開始し、患者は
それを完了する。装置６００は運動の残りを様々な方法で（例えば運動の開始後に、本書
に記載したモードの１つに変更することによって）補助することができる。患者が運動に
追いつくことができない場合、装置６００はキュー、例えば音声注意喚起を生成すること
ができる。単一の運動軌道の異なる部分が各々、機械始動定義を持つことができる。任意
選択的に、患者の動きが遅すぎる場合、装置６００が運動を開始する。
ｌ）キュー運動（Ｃｕｅｄ　Ｍｏｔｉｏｎ）。患者は、異なるモードの運動が始まる前に
、システムからキューを受け取る。キューは、例えば先端の振動、皮膚の刺激パッド、オ
ーディオまたはビジュアルキューとすることができる。本発明の一部の実施形態では、キ
ューの強度および／またはそのタイミングおよび／または他の進行中の活動（例えばビジ
ュアルディスプレイおよびゲーム）を使用して、異なるモダリティ間の調整、例えば手と
目の調整の訓練を補助する。運動キューは、運動感覚を訓練するために使用することがで
きる。
ｍ）教示モード。装置６００に運動を教える。１つの実施例では、療法士が運動を実行し
、各ポイントの運動パラメータが記録され、次いでエクササイズに使用することができる
。システムに教示する別の方法は、療法士が使用する経路を使用することである。療法士
は教示すべきポイントを指示するためにコントロールを使用することができ、あるいは軌
道全体を学習する連続モードを定義することができる。任意選択的に、経路およびポイン
トは、再生前に編集される。任意選択的に、経路は、再生前に、例えば運動ポイントを平
滑化または識別することによって抽象化される。
ｎ）最初の一歩（Ｓｔｅｐ　Ｉｎｉｔｉａｔｅｄ）。患者は運動（例えば１ｃｍの運動ま
たは１００グラムの力）を開始し、装置６００は空間における運動を完了し、または患者
が空間における運動を完了するのを支援するが、患者が始めた運動は徐々にかつ／または
寸刻みで行われる。本発明の一部の例示的実施形態では、装置６００が運動を完了し、か
つ／または患者が運動を完了するのを助けるために、予め定められた「正しい」方向、お
よび／またはある範囲の方向の患者が生成した力を各段階で加えなければならない。「正
しい」方向は任意選択的に、患者がその方向に動くために所望の治療効果を受けられる方
向と定義される。任意選択的に、段階および／または寸動の刻み可変である。任意選択的
に、段階および／または寸動の刻みは予め設定することができる。任意選択的に、２つ以
上の「正しい」方向がある。完了は軌道全体または軌道の一部分の完了とすることができ
る。
ｏ）支援順応（Ｆｏｌｌｏｗ　Ａｓｓｉｓｔ）。装置６００は、患者が従うべき運動の経
路の少なくとも１つのポイントを事前にプログラムされる。例示的動作モードでは、患者
は、任意選択的に装置６００による補助を受けながら、運動経路に沿って運動を開始する
。経路に沿った運動は任意選択的に、予め設定された速度で行われる。本発明の一部の例
示的実施形態では、任意選択的に、速度は予め設定されない。患者が事前にプログラムさ
れたポイントに到着次第、「正しい」方向の患者の運動は、少なくとも短時間の加速を装
置６００によって引き起こす。任意選択的に、患者が運動経路の「点を接続する」ことを
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可能にするために、多数のポイントが使用される。任意選択的に、「ポイントへの到着」
は、接近ベクトル、接近速度、到着前の経過時間、および／またはポイントへの到着の正
確さ考慮して決定される。任意選択的に、ポイントに到着したとみなされるためには、患
者はそのポイントに着実に（つまり、ふらつき無く）静止しなければならない。本発明の
一部の例示的実施形態では、患者は、治療のために予め定められた適切な経路に沿った運
動を補助される。本発明の一部の例示的実施形態では、装置６００は予め定められた速度
で連続的に移動し、患者が特定レベルおよび／または正しい方向の力を発揮したときはい
つでも、エクササイズの速度が増加される。
【０３３５】
概要
　上記適用は、リハビリテーションのための運動訓練に重点をおいたが、本書に記載する
方法および／または装置は、他の用途にも使用することができる。本発明の例示的実施形
態では、運動訓練は、運動選手による筋肉の制御を改善するためにも使用される。代替的
にまたは追加的に、運動訓練は音楽家の運動制御を改善するために使用される。任意選択
的に、訓練中、エクササイズに対応して、音楽フィードバックが提供される。しかし、本
発明の一部の方法は、特に運動制御が弱く、むらがあり、かつ／または存在しない場合の
リハビリテーションに特定の用途を見出すことに注目されたい。
【０３３６】
　ロボットおよび位置決め装置のための様々な設計（例えば六脚型）が、当業界で公知で
ある。本書に記載した説明の様々な部分を、本発明の例示的実施形態に従ってそのような
ロボットおよび／または位置決め装置に適応させることができることを理解されたい。代
替的にまたは追加的に、そのようなロボットおよび装置に、全て本発明の例示的実施形態
に従って、本書に記載した方法の様々な態様を実行するためのソフトウェアを設けること
ができる。
【０３３７】
　本発明の一部の実施形態では、本書に記載したシステムは、リハビリテーション以外の
用途に、例えば職務訓練、試験、および／またはロボット操作のために使用される。
【０３３８】
　上述したリハビリテーションの方法は、ステップを省くか追加し、ステップの順序およ
び使用する装置のタイプを変更することを含め、多くの方法で変更することができること
は、理解されるであろう。加えて、方法および装置両方の多数の様々な特徴について記載
した。幾つかの実施形態では、主として方法を説明したが、方法を実行するように適応さ
れた装置も、発明の範囲内であるとみなされる。様々な特徴を様々に組み合わせることが
できることを理解されたい。特に、特定の実施形態で上に示した全ての特徴が、本発明の
全ての同様の実施形態に必要であるわけではない。さらに、上記特徴の組合せもまた、本
発明の一部の実施形態の範囲内であるとみなされる。また、本発明の範囲内には装置、１
つまたはそれ以上の手足保持用アタッチメント、および／またはソフトウェアのセットを
含むキットも含まれる。また、アーム位置の制御およびフィードバックの提供のような、
本書に記載したステップを実行し、かつ／または誘導するために使用される、ハードウェ
ア、ソフトウェア、およびそのようなソフトウェアを含むコンピュータ可読媒体も範囲内
である。節の見出しはナビゲーションの補助のために提供したものであって、必ずしもそ
の節の内容を制限するものとみなすべきではない。特許請求の範囲で使用する場合、用語
「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」、「有する（ｈａｖ
ｅ）」、およびそれらの活用変化形は、「含むがそれに限定されない（ｉｎｃｌｕｄｉｎ
ｇ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」の意味である。また、便宜上、時々男性
代名詞が使用されているが、装置は男女の両方に適していることに注意されたい。
【０３３９】
　当業熟練者は、本発明がこれまで説明したものによって限定されないことを理解される
であろう。むしろ、本発明の範囲は、特許請求の範囲によって限定される。
【図面の簡単な説明】
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【０３４０】
【図１】図１は、ＢＰ期間を示す平均化運動関連電位テンプレートを提示する。
【図２】図２は、中央導出から測定されたＳ１～Ｓ２パラダイムにおける典型的な事象関
連電位を示す。
【図３】図３は、様々な種類の運動についての頭皮表面全体におけるＢＰ振幅の時間的分
布およびトポグラフィック分布を示す。
【図４】図４は、様々な種類の運動についての頭皮表面全体におけるＢＰ振幅の時間的分
布およびトポグラフィック分布を示す。
【図５】図５は、様々な種類の運動についての頭皮表面全体におけるＢＰ振幅の時間的分
布およびトポグラフィック分布を示す。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明の例示的実施形態に係る例示的リハビリテーションシステム
を示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明の例示的実施形態に係る、ＭＡＣおよび予想信号を監視する
ための記録構成案を示す。
【図７】図７は、本発明の例示的実施形態に係る、両側皮質活性化を記録する方法のフロ
ーチャートである。
【図８】図８は、患者から測定されたＳＣＰ信号を示す。
【図９】図９は、標的を制御するために使用されるミューリズム検出を示す。
【図１０】図１０は、本発明の例示的実施形態に係る主動筋／拮抗筋リハビリテーション
の過程のフローチャートである。
【図１１】図１１は、本発明の例示的実施形態に係る運動を開始する方法のフローチャー
トである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図７】

【図８】 【図９】
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